
は じ め に 

 

子どもの健やかな育ちと子育てを支えることは、子どもや保護

者一人ひとりの幸せにつながることはもとより、社会の発展に欠

かすことができません。そのためにも、子どもに限りない愛情を

注ぎ、その存在に感謝し、日々成長する子どもとともに、親も親

として成長していくことが大切です。 

本市における出生者数は減少を続け、少子化が一層進行しており、この流れを抑制する

ために、子育て家庭への総合的な対策が求められています。また、核家族化の進行や、地

域社会における関係性が希薄化してきていることにより、子育て家庭の孤立化と子育てに

対する負担感が増大し、子育て相談・子育て支援のさらなる充実が求められています。 

本市においては、これまでに地域子育て支援センターや家庭児童相談員による子育て家

庭の相談指導を行ってきました。さらに、子育てに係る情報の提供などを行うとともに、

幼保一体化に対応した「幼児園」や、「児童館」、「ファミリー・サポート・センター」、「病

後児保育所」の設置、また「放課後児童クラブ」を支援することにより、子育て家庭にお

ける多様なニーズに応えることができる体制づくりを進めてきました。 

今般、子ども・子育て支援のさらなる取り組みとして、平成２４年８月に成立した「子

ども・子育て関連３法」に基づき、瑞浪市子ども・子育て支援事業計画を策定しました。 

この計画では「みんなで守り、みんなで育む みんなの笑顔が満ちる子育て」を基本理念

として、次代を担う子どもたちや、親の支援というだけでなく、全ての市民がこのまちで

子どもを生んで、子育てをしたいと思えるようなまちづくりを目指しています。 

この計画の実現に向けましては、行政サービスの拡充のみならず、市民・市民活動団体・

企業などが主体となってそれぞれの役割を担い、連携し、子育て家庭を支援していく必要

があります。 

明日の瑞浪市のまちを担う子どもたちのために、皆様方のより一層のご支援、ご協力を

よろしくお願いします。 

最後になりましたが、計画策定に熱心にご審議をいただきました瑞浪市子ども・子育て

会議の委員の皆様をはじめ、市民ニーズ調査等にご協力いただいた多くの皆様や関係者の

方々に心から感謝申し上げます。 

 

平成２７年３月  

瑞 浪 市 長  水 野 光 二 
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第 1章 計画の概要 

１ 計画策定の背景 

近年、我が国において急速な少子化が進行する中、核家族化の進展や地域のつながり

の希薄化、女性の社会進出に伴う共働き家庭の増加、就労環境の多様化などにより、子

どもや子育てをめぐる環境は大きく変化しています。 

また、女性の社会進出が進む一方で、就労の継続を希望しながらも、仕事と子育ての

両立が困難であるとの理由により、出産を機に退職する

女性が少なからず存在しているなど、出産に伴う女性の

就労継続は依然として厳しい状況にあります。 

さらに、仕事と子育ての両立を希望する女性を支援す

る環境の整備が求められていますが、都市部を中心に、

依然として多くの待機児童が存在しています。 

このように、子育て家庭を取り巻く環境が変化するな

か、子どもたちが笑顔で成長していくことができるよう、

子育て世帯の保護者は日々子育てに励んでいます。 

瑞浪市では、これまで、こうした保護者のがんばりを

支えるため、学びと生きる力の助長を図る教育環境の充

実、世代を超えた交流を通した地域ぐるみでの子育ての

推進、子どもと子育てに関する総合案内や専門的対応と地域のサポート・ネットワーク

の充実など、様々な取り組みを進めてきました。 

今後も、すべての家庭が安心して子育てできるよう、子ども・子育てをめぐる様々な

課題を解決し、子どもの育ちと子育てを、行政を始め地域社会全体で支援していくこと

が求められています。さらに、子どもが健やかに育つために、子・親・地域のみんなが

つながり、あらゆる取り組みを通じて、保護者がしっかりと子どもと向き合い、喜びを

感じながら子育てができるまちづくりを進めていくことが大切になります。 

 

２ 計画策定の趣旨 

これまでの子育て支援は、少子化対策として「保育環境の整備」や「子育て家庭を社会

全体で支援」をすることにより、「子どもを生みやすい・育てやすい環境づくり」という、

子どもを生み育てる側の視点に立った教育・保育が提供されてきたものの、少子化に歯止

めがかかることはありませんでした。 
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そこで、平成 24 年８月に「子ども・子育て関連３法」が可決・成立し、すべての子

どもの良質な成育環境を保障し、「子ども・子育て家庭を社会全体で支援する」ことを目

的に、制度、財源を一元化して新しい仕組みを構築し、推進していくものとしました。 

この法律の趣旨は、新たな子育て支援の仕組み「子ども・子育て支援新制度」として、

①質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、②保育の量的拡大・確保、教育・

保育の質的改善、③地域の子ども・子育て支援の充実を目指し、子ども・子育て関連法

の一つ、「子ども・子育て支援法」では５年を１期とする「市町村子ども・子育て支援事

業計画」を定めるものとしています。 

瑞浪市では、「子どもの 善の利益」が実現される社会を目指す「子ども・子育て支援

法」の考えを基本に、安心して出産し、子育てができる環境や、だれもがこのまちで子ど

もを育てたいと思うような環境を整備し、「瑞浪市で育ち、就労・結婚し、子育てする」

という瑞浪市でのライフサイクルが成立することが重要であると考えます。 

そのためにも、子ども及び子どもを養育している者に必要な支援を行い、妊娠、出産期

から学童期に至るまでの家庭を切れ目なく支援することにより、一人ひとりの子どもが健

やかに育ち、社会の一員として成長することができる環境を整備することを目的に計画を

策定します。 

 
 

【 子ども・子育て関連３法と制度の主な内容 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新制度の創設に関する次の３つの法律を合わせて、「子ども・子育て関連 3法」と呼ばれてい
ます。 

１．子ども・子育て支援法 

２．認定こども園法の一部を改正する法律 

３．関係法律の整備等に関する法律（児童福祉法等の改正） 

幼稚園と保育所の機能を併せ持つ「認定こども園」の普及を
図ること。 

質の高い幼児期の学校教
育・保育の総合的な提供 

地域のニーズを踏まえ、認定こども園、幼稚園、保育所、小
規模保育などを計画的に整備し、待機児童の解消や、多様な教
育・保育の充実を図ること。 

保育の量的拡大・確保、
教育・保育の質的改善 

地域のニーズに応じ、子ども・子育てに関する様々なニーズに
応えられるように、子ども・子育て支援の充実を図ること。 

地域の子ども・子育て支
援の充実 
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【 給付・支援事業について 】 

 

新制度のもとでは、市が保護者等に提供するサービスは、「子ども・子育て支援給付」

と「地域子ども・子育て支援事業」に大別されます。 
 

子ども・子育て支援給付 

① 子どものための教育・保育給付 

 ・施設型給付 

  ※認定こども園・※幼稚園・※認可保育所 

 ・※地域型保育給付 

  小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育 

② 子どものための現金給付 

 ・児童手当 

 
※ 認定こども園：就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律による学校の一つ。

幼稚園と保育所の良いところを活かし、子どもたちの「教育」「保育」「子育て」を総合的にサポートする施設。 

※ 私立幼稚園は、新制度に移行する施設のみ対象。移行しない幼稚園は現行通り私学助成を継続 

※  私立認可保育所は、現行通り、地方自治体が認可保育所に委託費を支払う仕組み 

※ 地域型保育給付：教育・保育施設を対象とする施設型給付に加え、市町村による認可事業とした上で、地域型

保育給付の対象とし、多様な施設や事業の中から利用者が選択できる仕組みとする。保育の必要性の認定、公的

契約、市町村の関与、公定価格の算定の考え方、給付の支払方法などは施設型給付と同様とする。 

 

地域子ども・子育て支援事業 

子どもや子育て家庭を対象として、市が地域の実情に応じて実施する事業。対象の

範囲は法定。 

① ※利用者支援事業（新規） ② ※地域子育て支援拠点事業 

③ 妊婦健康診査   ④ 乳児家庭全戸訪問事業 

⑤ 養育支援訪問事業 

⑥ ※子育て短期支援事業  ⑦ ※ファミリー・サポート・センター事業 

⑧ 一時預かり事業   ⑨ 延長保育事業 

⑩ 病児・病後児保育事業  ⑪ 放課後児童健全育成事業 

⑫ 実費徴収に係る補足給付を行う事業（新規） 

⑬ 多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業（新規） 

 
 

※ 利用者支援事業：一人ひとりの子どもが健やかに成長できる地域を実現するため、子ども及びその保護者など

が多様な教育・保育施設や地域の子育て支援事業などを円滑に利用できるよう、必要な支援を行う事業のこと。 

※ 地域子育て支援拠点事業：公共施設や保育所、児童館等の地域の身近な場所で、乳幼児のいる子育て中の親子

の交流や育児相談、情報提供等を実施します。 

※ 子育て短期支援事業：保護者の疾病や仕事などにより、家庭における養育が一時的に困難になった児童につい

て、施設で必要な養育を行う事業のこと。 

※ ファミリー・サポート・センター事業：育児の援助を依頼したい人と協力したい人が会員となって、一時的に

有償で子どもを自宅などで預かる相互援助活動組織のこと。 
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３ 計画の位置づけ 

（１）法的な位置づけ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

この計画は、第６次瑞浪市総合計画に掲げられている「幸せ実感都市 みずなみ～共に

暮らし 共に育ち 共に創る～」の実現を目指し、子ども・子育て支援法に基づく計画と

して位置づけます。 

また、第６次瑞浪市総合計画の子ども・子育てに関連する分野の個別計画として位置づ

け、すべての子どもの「育ち」と子育て中の保護者を支援するとともに、市民が子育てに

ついて理解と認識を深め、家庭、保育や幼児教育の場、学校、事業者、行政機関などが相

互に協力し、地域社会が一体となって子ども・子育てを推進するための計画とします。 

 

 

（２）計画の対象 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

この計画では、障害、疾病、虐待、貧困など社会的な支援の必要性が高い子どもやその

家族を含め、すべての子どもと子育てにかかわる個人や団体が対象となりますが、妊娠・

出産期から学童期までの子どもや子育て家庭等を主な対象とします。 

また、子ども・子育て支援法及び基本指針が定めるところの、就学前の教育・保育事業

と地域における子育て支援事業を対象とします。 

 

 

（３）関連計画との関係 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

「子ども・子育て支援法に基づく基本指針」では、「次世代育成支援対策推進法に基づ

き作成する地域行動計画に記載して実施している次世代育成支援対策に係る分析、評価を

行うこと」とされています。 

そこで、子ども・子育て支援事業計画で対象とする事業の現状と課題について整理し、

計画に反映することとします。また、瑞浪市地域福祉計画、みずなみ男女共同参画プラン、

瑞浪市障害者計画・障害福祉計画、みずなみ健康 21 計画などの諸計画との整合を図りな

がら、子ども・子育て支援事業計画における施策を推進していきます。 
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【 他計画との連携 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画期間 

「子ども・子育て支援法」において、自治体は平成 27 年度から５年を１期とした計画

を定めるものとしています。したがって、この計画は、平成 27 年度から平成 31 年度ま

でを計画期間とします。 

 

【 計画期間 】 

 

 
平成 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

 

30 年度 

 

31 年度 

策定 

  

 

  

 
 

 

 

計画の見直し 

 整合 
 

第６次瑞浪市総合計画 
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法 

次
世
代
育
成
支
援 

対
策
推
進
法 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
その他関連施策

みずなみ男女共同参画プラン 

瑞浪市地域福祉計画 

瑞浪市障害者計画・障害福祉計画 

瑞
浪
市
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画 など

整合

みずなみ健康 21計画 
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５ 計画策定体制と経過  

（１）市民ニーズ調査の実施  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

この計画を策定するに際して、子育て中の保護者の意見やニーズを的確に反映した計

画とするため、0～5 歳就学前児童の保護者 1,035 人、6～11 歳就学児童の保護者

1,309 人を対象として、「子ども・子育て支援事業計画策定にかかるニーズ調査」を実

施しました。 

 
 
 
 
 

（２）「瑞浪市子ども・子育て会議」の設置 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

この計画に子育て当事者等の意見を反映するとともに、市における子ども・子育て支

援施策を子ども及び子育て家庭の実情を踏まえて実施するため、公募による市民、学識

経験者、子ども・子育て支援に関する事業に従事する者等で構成する「瑞浪市子ども・

子育て会議」を設置し、計画の内容について審議しました。 

 
 
 
 
 

（３）パブリックコメントの実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

この計画の素案を市役所などの窓口やホームページで公開し、広く市民の方々から意

見を募りました。 

 

・ホームページアクセス数 232 件 

・意見提出人数        ２人 

・意見数           ５件 
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第２章 子ども・子育てを取り巻く現状と課題 

１ 瑞浪市の人口動態等の現状 

（１）人口推移と推計 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

瑞浪市の人口推移と推計をみると、総人口は年々減少しており、平成 26 年 4 月 1 日

現在で 39,414 人となっています。平成 27 年以降の推

計人口は、年々減少していくことが推測されます。 

また、年齢３区分別人口構成の推移を見ると、０～14

歳の割合は年々減少しているものの、65 歳以上の割合

は年々増加しており、少子高齢化が進んでいます。 

 

 

 

 

 

 

【 人口推移と推計 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：住民基本台帳（４月１日現在 外国人人口を含む） 推計人口については、庁内資料 

41,245 41,062 40,537 40,171 39,741 39,414 39,414 38,799 38,442 37,728 37,371

5,552
(13.5%)

5,422
(13.2%)

5,271
(13.0%)

5,129
(12.8%)

5,026
(12.6%)

4,869
(12.4%)

4,701
(11.9%)

4,544
(11.7%)

4,417
(11.5%)

4,250
(11.3%)

4,124
(11.0%)

25,629
(62.1%)

25,408
(61.9%)

25,050
(61.8%)

24,751
(61.6%)

24,146
(60.8%)

23,684
(60.1%)

22,943
(58.2%)

22,472
(57.9%)

22,151
(57.6%)

21,625
(57.3%)

21,305
(57.0%)

10,064
(24.4%)

10,232
(24.9%)

10,216
(25.2%)

10,291
(25.6%)

10,569
(26.6%)

10,861
(27.6%)

11,770
(29.9%)

11,783
(30.4%)

11,874
(30.9%)

11,853
(31.4%)

11,942
(32.0%)

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

平成
21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 31年

(人)

０～14歳 15～64歳 65歳以上

推計 実績 
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（２）子どもの人口の推移と推計 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

瑞浪市の子どもの人口の推移と推計をみると、０歳から５歳の子どもの人口は、年々

減少しており、平成 26 年４月 1 日現在で 1,751 人となっています。平成 27 年以降

の推計人口は減少が続くと推測されます。 

 

【 子どもの人口の推移と推計 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

資料：住民基本台帳（４月１日現在 平成 21～平成 24 は外国人人口を加味）     

推計人口については、庁内資料      

 

（３）世帯構成の状況 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

瑞浪市の世帯構成の推移をみると、核家族世帯の占める割合が も高く、５割を超え

増加傾向で推移しています。また、単独世帯の占める割合も増加傾向であり、核家族、

単独世帯を合わせて全体の４分の 3 を超えています。親子３世代以上の世帯を含む、そ

の他の世帯の割合が、先細りに減少しています。 

 
【 世帯構成の推移 】 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

資料：国勢調査      

18.2 18.5 21.5

28.1 24.0 22.6

51.9 50.9

13.6
21.7

34.6 30.9

53.4 54.5 55.7

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

(％)

単独世帯 その他の世帯 核家族世帯

306 275 300 277 298 303 240 235 229 228 221

316 324 284 298 287 287
251 247 240 238 234

333 316 317 282 298 294
269 249 243 240 236

317 334 309 308 273 296
246 262 241 240 235

330 328 324 304 303 267
257 244 259 241 236

332 334 324 327 309 304

277 293 275 284 257

1,934 1,911 1,858 1,796 1,768 1,751

1,540 1,530 1,487 1,471 1,419

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成
21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 31年

(人)

 実績 推計

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児
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（４）女性の労働状況 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

瑞浪市の女性の年齢別労働力率は、出産・育児期に落ち込み、再び増加するＭ字カー

ブを描いています。しかし、30～34 歳の労働力率は年々上昇し、Ｍ字カーブの落ち込

みは緩やかになっています。 

また、女性の未婚・既婚別労働力率をみると、既婚に比べ未婚の 20 歳代から 30 歳

代において、労働力率が 20 ポイント以上高くなっており、特に 25～29 歳で 43.3 ポ

イントの差となっています。 

 

【 女性の年齢別労働力率 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査      

 

【 女性の未婚・既婚別労働力率（平成 22 年） 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査      

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

15～
19歳

20～
24歳

25～
29歳

30～
34歳

35～
39歳

40～
44歳

45～
49歳

50～
54歳

55～
59歳

60～
64歳

65～
69歳

70～
74歳

75～
79歳

80～
84歳

85歳
以上

（％）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

15～
19歳

20～
24歳

25～
29歳

30～
34歳

35～
39歳

40～
44歳

45～
49歳

50～
54歳

55～
59歳

60～
64歳

65～
69歳

70～
74歳

75～
79歳

80～
84歳

85歳
以上

（％）

平成12年 平成17年 平成22年

未婚 既婚



――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

10 

 

瑞浪市の共働き世帯の状況をみると、子どものいる共働き世帯数は減少傾向にあり、

平成 22 年で 3,420 世帯となっています。 

また、子どものいる世帯のうち、共働き世帯の占める割合は、横ばいから平成 22 年

で減少し、58.8%となっています。 

 

 

【 共働き世帯の状況 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査     

 

 

 

 

 

 

3,935
3,750

3,420

60.6 60.4

58.8

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

平成12年 平成17年 平成22年

(世帯)

50

55

60

65

70

（％）

18未満の子どものいる共働き世帯数

子どものいる世帯のうち、共働き世帯の占める割合

子どものいる共働き世帯数
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（５）出生の動向 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

瑞浪市の出生数及び出生率の推移をみると、出生数は各年で増減を繰り返して推移し

ており、平成 24 年では 301 人となっています。 

出生率は、年により増減を繰り返しながらも、平成 20 年から増加傾向にあります。

しかし、岐阜県の出生率を各年で下回っています。 

 

【 出生数及び出生率（人口千対）の推移 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：岐阜県衛生年報       

 

合計特殊出生率とは、15 歳～49 歳までの女子の年齢別出生率を合計したもので、１

人の女子が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に産むとしたときの平均の子どもの

数であり、この数字は一般に少子化問題との関係で用いられます。 

 

 

【 合計特殊出生率の推移 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：岐阜地域の公衆衛生（東濃西部）      

1.43
1.45

1.44

1.34

1.39

1.48

1.34

1.37 1.37
1.39 1.39

1.41

1.37

1.29

1.37
1.39 1.39

1.47

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60
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8.4 8.5

8.0

0

50
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200

250

300

350

平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

(人)

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

（人口千対）

出生数（瑞浪市） 出生率（瑞浪市） 出生率（岐阜県）

瑞浪市 岐阜県 全国
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２ アンケートから見られる現状 

（１）お子さんとご家族の状況について ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

① 子どもをみてもらえる親族・知人 

・「緊急時もしくは用事の際には

祖父母等の親族にみてもらえ

る」の割合が 59.6％と も高

く、次いで「日常的に祖父母等

の親族にみてもらえる」の割合

が 44.0％となっています。 

 

 

 

 

 

② 母親と父親の就労状況 

・母親では、「以前は就労してい

たが、現在は就労していない」

の割合が 45.7％と も高く、

次いで「パート・アルバイト等

（「フルタイム」以外の就労）

で就労しており、産休・育休・

介護休業中ではない」の割合が

24.9％、「フルタイム（１週５

日程度・１日８時間程度の就

労）で就労しており、産休・育

休・介護休業中ではない」の割

合が 16.2％となっています。 

・父親では、「フルタイム（１週

５日程度・１日８時間程度の就

労）で就労しており、育休・介

護休業中ではない」の割合が

91.8％と も高くなっていま

す。 

 

％

フルタイム（１週５日程度・１
日８時間程度の就労）で就労し
ており、産休・育休・介護休業
中ではない

フルタイム（１週５日程度・１
日８時間程度の就労）で就労し
ているが、産休・育休・介護休
業中である

パート・アルバイト等（「フル
タイム」以外の就労）で就労し
ており、産休・育休・介護休業
中ではない

パート・アルバイト等（「フル
タイム」以外の就労）で就労し
ているが、産休・育休・介護休
業中である

以前は就労していたが、現在は
就労していない

これまで就労したことがない

無回答

16.2

8.7

24.9

1.3

45.7

2.3

1.0

91.8

0.7

0.3

0.0

0.3

0.0

6.8

0 20 40 60 80 100

就労していない

フルタイム 

パート・アルバイト 

【就学前児童調査】 

【就学前児童調査】 

N = 611 ％

日常的に祖父母等の親族に
みてもらえる

緊急時もしくは用事の際に
は祖父母等の親族にみても
らえる

日常的に子どもをみてもら
える友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際に
は子どもをみてもらえる友
人・知人がいる

いずれもいない

無回答

44.0

59.6

2.1

8.8

4.7

2.1

0 20 40 60 80 100

母親（N = 611）

父親（N = 585）

Ｎは有効回答者数（次頁以降同様） 
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（２）平日の定期的な教育・保育事業の利用状況について ● ● ● ● ● ● ● ● 

① 平日利用している教育・保育事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・幼稚園や保育所などの「定期的な教育・保育の事業」を利用している割合は全体で

57.3％となっています。 

・その内訳は、「認可保育所（幼児園保育部）【国が定める 低基準に適合した施設で

都道府県等の認可を受けたもの】」の割合が 51.4％と も高く、次いで「幼稚園（幼

児園教育部）【通常の就園時間の利用】」の割合が 34.9％となっています。 

 

【就学前児童調査】 

N = 350 ％

幼稚園（幼児園教育部）【通
常の就園時間の利用】

幼稚園（幼児園教育部）の預
かり保育【通常の就園時間を
延長して預かる事業のうち定
期的な利用のみ】

認可保育所（幼児園保育部）
【国が定める最低基準に適合
した施設で都道府県等の認可
を受けたもの】

認定こども園【幼稚園と保育
施設の機能を併せ持つ施設】

家庭的保育【保育者の家庭等
で子どもを保育する事業】

事業所内保育施設【企業が主
に従業員用に運営する施設】

自治体の認証・認定保育施設
【認可保育所ではないが、自
治体が認証・認定した施設】

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育【ベビーシッ
ターのような保育者が子ども
の家庭で保育する事業】

ファミリー・サポート・セン
ター【地域住民が子どもを預
かる事業】

その他

無回答

34.9

7.1

51.4

2.6

0.3

2.0

1.1

0.9

0.3

0.3

0.3

1.1

0 20 40 60 80 100

【就学前児童調査】 

N = 611 ％

利用している

利用していない

無回答

57.3

42.6

0.2

0 20 40 60 80 100
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② 平日利用したい教育・保育事業 

・現在、利用している、利用し

ていないにかかわらず、お子

さんの平日の教育・保育の事

業として「定期的に」利用し

たいと考える事業について

は、「幼稚園（幼児園教育部）

【通常の就園時間の利用】」

の割合が 54.0％と も高く、

次いで「認可保育所（幼児園

保育部）【国が定める 低基

準に適合した施設で都道府

県等の認可を受けた定員 20

人以上のもの】」の割合が

51.6％、「幼稚園（幼児園教

育部）の預かり保育【通常の

就園時間を延長して預かる

事業のうち定期的な利用の

み】」の割合が 26.4％とな

っています。 

 

 

 

 

 

【就学前児童調査】 

N = 611 ％

幼稚園（幼児園教育部）【通常
の就園時間の利用】

幼稚園（幼児園教育部）の預か
り保育【通常の就園時間を延長
して預かる事業のうち定期的な
利用のみ】

認可保育所（幼児園保育部）
【国が定める最低基準に適合し
た施設で都道府県等の認可を受
けた定員20人以上のもの】

認定こども園【幼稚園と保育施
設の機能を併せ持つ施設】

小規模な保育施設【国が定める
最低基準に適合した施設で市町
村の認可を受けた定員概ね6 ～
19人のもの】

家庭的保育【保育者の家庭等で
子どもを保育する事業】

事業所内保育施設【企業が主に
従業員用に運営する施設】

自治体の認証・認定保育施設
【認可保育所ではないが、自治
体が認証・認定した施設】

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育【ベビーシッ
ターのような保育者が子どもの
家庭で保育する事業】

ファミリー・サポート・セン
ター【地域住民が子どもを預か
る事業】

その他

無回答

54.0

26.4

51.6

13.6

7.5

2.5

8.7

3.8

0.8

3.8

7.5

1.1

2.0

0 20 40 60 80 100



――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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（３）地域の子育て支援事業の利用状況について ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

① 地域子育て支援拠点事業の利用状況 

・地域子育て支援拠点事業（親

子が集まって過ごしたり、相

談をしたり、情報提供を受け

たりする場）を利用している

かについて、「利用していな

い」の割合が 59.9％と も

高く、次いで「地域子育て支

援拠点事業（親子が集まって

過ごしたり、相談をする場）」

の割合が 33.6％となってい

ます。 

 
 

 

 

 

 

 

② 地域子育て支援拠点事業の利用希望 

・地域子育て支援拠点事業を 

利用したいかについて、「新

たに利用したり、利用日数を

増やしたいとは思わない」の

割合が 47.0％と も高く、

次いで「利用していないが、

今後利用したい」の割合が

26.8％、「すでに利用してい

るが、今後利用日数を増やし

たい」の割合が 16.7％とな

っています。 

 

 

 

 

【就学前児童調査】 

【就学前児童調査】 

N = 611 ％

地域子育て支援拠点事業
（親子が集まって過ごした
り、相談をする場）

市で実施している類似の事
業

利用していない

無回答

33.6

5.9

59.9

3.4

0 20 40 60 80 100

N = 611 ％

利用していないが、今後利
用したい

すでに利用しているが、今
後利用日数を増やしたい

新たに利用したり、利用日
数を増やしたいとは思わな
い

無回答

26.8

16.7

47.0

9.5

0 20 40 60 80 100



――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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（４）一時預かり等の短時間サービスについて ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

① 病気やケガで通常の事業が利用できなかったこと、その主な対処方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・１年間に病気やケガで通常の事業が利用できなかったことについて、「あった」の割

合が 64.3％、「なかった」の割合が 14.9％となっています。 

・対処方法として、「母親が休んだ」の割合が 64.9％と も高く、次いで「（同居者

を含む）親族・知人に子どもをみてもらった」の割合が 39.6％、「父親又は母親の

うち就労していない方が子どもをみた」の割合が 25.8％となっています。 

 
 

【就学前児童調査】 【就学前児童調査】 

N = 350 ％

あった

なかった

無回答

64.3

14.9

20.9

0 20 40 60 80 100

N = 225 ％

父親が休んだ

母親が休んだ

（同居者を含む）親族・知
人に子どもをみてもらった

父親又は母親のうち就労し
ていない方が子どもをみた

病後児の保育を利用した

ベビーシッターを利用した

仕方なく子どもだけで留守
番をさせた

その他

無回答

16.0

64.9

39.6

25.8

0.9

0.4

0.4

2.7

0.4

0 20 40 60 80 100



――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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（５）小学校就学後の放課後の過ごさせ方について ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

① 就学前児童の保護者の小学校にあがってからの希望 

・お子さんについて、小学校にあ

がってからの放課後の時間をど

のような場所で過ごさせたいか

について、小学校低学年（１～

３年生）では、「自宅」の割合が

67.0％と も高く、次いで「習

い事（ピアノ教室、サッカーク

ラブ、学習塾など）」の割合が

45.7％、「放課後児童クラブ〔学

童保育〕」の割合が 39.4％とな

っています。 

・小学校高学年（４～６年生）で

は、「自宅」の割合が 68.1％と

も高く、次いで「習い事（ピ

アノ教室、サッカークラブ、学

習塾など）」の割合が 62.8％、

「放課後児童クラブ〔学童保

育〕」の割合が 28.7％となって

います。 

 

 

② 就学児の保護者の希望 

・お子さんについて、小学４年生

以降の放課後の過ごし方につい

て、どのような場所で過ごさせ

たいかについてでは、「放課後児

童クラブを利用したい」の割合

が 55.2％と も高く、次いで

「スポーツクラブや学習塾など

の習い事をさせたい」の割合が

31.0％、「子どもに自宅の留守

番 を し て も ら う 」 の 割 合 が

25.3％となっています。 

 

【就学前児童調査】 

【就学児調査】 

％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカー
クラブ、学習塾など）

児童館

放課後児童クラブ〔学童保育〕

ファミリー・サポート・セン
ター

その他

無回答

67.0

30.9

45.7

10.6

39.4

1.1

5.3

3.2

68.1

25.5

62.8

13.8

28.7

1.1

5.3

9.6

0 20 40 60 80 100

低学年(1～3年生)（N = 94）

高学年(4～6年生)（N = 94）

N = 87 ％

放課後児童クラブを利用したい

放課後子ども教室を利用したい

スポーツクラブや学習塾などの
習い事をさせたい

子どもに自宅の留守番をしても
らう

その他

無回答

55.2

12.6

31.0

25.3

5.7

4.6

0 20 40 60 80 100



――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

18 

（６）育児休業や短時間勤務制度など職場の両立支援制度について ● ● ● 

① 育児休業の取得状況と、育児休業の取得日数 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・育児休業について、「取得していない」の割合が 34.9％と も高く、次いで「働い

ていなかった」の割合が 33.4％、「取得した（取得中である）」の割合が 30.6％と

なっています。 

・育児休業の取得日数では、「181 日～365 日」の割合が 44.4％と も高く、次い

で「31 日～180 日」の割合が 10.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

【就学前児童調査】 【就学前児童調査】 
N = 611 ％

働いていなかった

取得した（取得中である）

取得していない

無回答

33.4

30.6

34.9

1.1

0 20 40 60 80 100

N = 187 ％

30日以下

31日～180 日

181 日～365 日

366 日～500 日

501 日以上

無回答

5.9

10.2

44.4

6.4

9.6

23.5

0 20 40 60 80 100



――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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② 取得していない理由 

・「子育てや家事に専念するた

め 退 職 し た 」 の 割 合 が

31.9％と も高く、次いで

「配偶者が無職、祖父母等の

親族にみてもらえるなど、制

度を利用する必要がなかっ

た」の割合が 23.9％、「仕

事が忙しかった」の割合が

20.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【就学前児童調査】 

N = 213 ％

職場に育児休業を取りにくい
雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰
したかった

仕事に戻るのが難しそうだっ
た

昇給・昇格などが遅れそう
だった

収入減となり、経済的に苦し
くなる

保育所（園）（幼児園保育
部）などに預けることができ
た

配偶者が育児休業制度を利用
した

配偶者が無職、祖父母等の親
族にみてもらえるなど、制度
を利用する必要がなかった

子育てや家事に専念するため
退職した

職場に育児休業の制度がな
かった（就業規則に定めがな
かった）

有期雇用のため育児休業の取
得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを
知らなかった

産前産後の休暇（産前６週
間、産後８週間）を取得でき
ることを知らず、退職した

その他

無回答

19.2

20.7

1.9

11.3

1.4

12.2

1.4

0

23.9

31.9

19.7

2.3

0.9

2.3

9.9

15

0 20 40 60 80 100
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就学前児童（N = 309）

就学児童（N = 459）

（７）子育て全般について ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

① 子育てに関して日常悩んでいること気になること 

・子育てに関して、日常悩んで

いること、または気になるこ

とについて、就学前児童調査

では、「子どもの教育（学力、

しつけ）に不安がある」の割

合が 66.7％と も高く、次

いで「子どもの食事や栄養に

不 安 が あ る 」 の 割 合 が

38.2％、「子どもの病気や発

育・発達に不安がある」の割

合が 32.0％となっています。 

・就学児調査では、「子どもの

教育（学力、しつけ）に不安

がある」の割合が 67.8％と

も高く、次いで「子育てに

かかる経済的な負担が大き

い」の割合が 39.9％、「子

どもの友だちづきあいに不

安がある」の割合が 36.4％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【就学前児童・就学児調査】 

％

子どもの病気や発育・発達
に不安がある

子どもの食事や栄養に不安
がある

子どもの教育（学力、しつ
け）に不安がある

子どもの友だちづきあいに
不安がある

配偶者の協力が少ない

配偶者と子育ての意見が合
わない

子育てにかかる経済的な負
担が大きい

子育ての大変さを身近な人
が理解してくれない

配偶者以外に子育てを手
伝ってくれる人がいない

地域の子育て支援サービス
の内容や利用・申込方法が
よくわからない

住宅が狭い

その他

無回答

32.0

38.2

66.7

26.2

13.6

4.5

25.9

5.8

4.5

8.1

11.0

9.7

1.6

16.8

14.6

67.8

36.4

11.1

5.4

39.9

3.9

4.1

2.4

10.0

7.8

2.2

0 20 40 60 80 100



――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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就学前児童（N = 611）

就学児童（N = 861）

② 子育てで必要な支援・対策 

・子育てで必要な支援・対策に

ついて、就学前児童調査では、

「保育サービスの費用負担

や学費など経済的支援の充

実」の割合が 45.3％と も

高く、次いで「犯罪や交通事

故から子どもを守るための

取り組みの充実」の割合が

32.9％、「親子トイレ・授乳

コーナーの設置や禁煙・分煙

など、子どもにやさしい環境

整 備 の 充 実 」 の 割 合 が

32.2％となっています。 

・就学児調査では、「犯罪や交

通事故から子どもを守るた

めの取り組みの充実」の割合

が 47.7％と も高く、次い

で「安心して子どもが医療機

関にかかれる体制の充実」の

割合が 39.6％、「保育サー

ビスの費用負担や学費など

経済的支援の充実」の割合が

35.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【就学前児童・就学児調査】 

％

子育てに関する相談、情報提供の
充実

親子・親同士の交流の場の充実

家庭の教育力向上のための学習機
会の充実

母子の健康、子どもの発達支援の
ための健診や訪問、ヘルパー派遣
などの充実

正しい食生活を送るため、食に関
する指導や情報提供の充実

性や喫煙、薬物に関する正しい知
識を習得するための思春期保健の
充実

安心して子どもが医療機関にかか
れる体制の充実

次代を担う子どもが家庭や子ども
の大切さを学ぶことができる場の
充実

子どもが主体的に行動できるよう
学校教育環境の充実

地域における子どもの居場所の充
実

児童虐待やいじめ等に対する対策
の充実

障がいのある子どもが地域で安心
して生活できるよう障害児施策の
充実

子どもを取り巻く有害環境対策の
充実

ひとり親家庭に対する相談や生活
支援の充実

保育サービスの費用負担や学費な
ど経済的支援の充実

仕事と子育てが両立できるよう保
育所、幼稚園の箇所数や内容の充
実

仕事と子育てが両立できるよう労
働時間の改善など、企業や労働者
に対する啓発

安心して快適に暮らせるための住
宅面の配慮

親子トイレ・授乳コーナーの設置
や禁煙・分煙など、子どもにやさ
しい環境整備の充実

犯罪や交通事故から子どもを守る
ための取り組みの充実

その他

無回答

21.3

17.8

11.1

13.1

7.4

10.5

31.6

6.5

21.8

26.4

31.6

8.5

12.1

3.9

45.3

28.6

24.7

6.7

32.2

32.9

2.0

7.4

17.1

7.4

12.8

6.2

6.9

16.7

39.6

12.9

28.3

34.3

34.1

12.1

15.7

10.9

35.0

11.7

26.6

7.5

8.2

47.7

2.9

2.2

0 20 40 60 80 100
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３ 瑞浪市の子ども・子育てを取り巻く現状と課題   

瑞浪市の子どもをめぐる現状やニーズ調査の結果などから、子ども・子育て支援施策

の充実に向けて、以下のような課題が考えられます。 

 

（１）母子の健康の確保及び増進 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

妊婦が安心して妊娠・出産に臨み、赤ちゃんを健やかに育てていくことができるよう、

各種健診や訪問指導、相談等の実施による、子どもと親の健康の確保と増進に向けた体

制のさらなる充実が必要となっています。 

 

（２）心身の健やかな成長に資する子育て環境の整備 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

 

瑞浪市の就学前児童数は、減少傾向で推移しています。少子化の進行により、家庭や

地域で他の子どもと関わる機会が減少しており、教育・保育施設における集団教育・保

育の持つ意義はますます高まっています。乳幼児期は、生涯にわたる人間形成の基盤と

なる時期で、子どもの心身の健やかな成長にきわめて重要であり、こうした中、集団の

中での学びの機会を確保し、すべての子どもが等しく質の高い教育・保育を受けられる

環境整備が必要です。 

 

（３）地域における子育ての支援 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

瑞浪市の女性の年齢別労働力率をみると、平成 12 年の国勢調査に比べ、平成 22 年

では、子育て世代の 30 歳代、40 歳代の労働力率が高くなっており、働く母親が増え

てきていることがうかがえます。 

子どもの教育・保育においては、幼児期の多様な活動を経験することにより、豊かな

感性とともに好奇心、探究心や思考力が養われ、その後の生活や学びの基礎となります。

また、幼児教育は生涯にわたる人格形成の基礎となります。 

今後も、働く母親が増えていく中で、子育てに対する不安や負担を一人で抱え込むこ

とがないよう、適切な助言や公的なサービスを受け、気軽に相談できる場を提供するこ

とにより必要な世帯に支援が行き届き、身近な地域での様々な世代の人々が親子を応援

できる環境にしていくことが必要です。 

現状と課題

現状と課題

現状と課題
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（４）個々の家庭の特性に応じたきめ細かな支援 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

 

近年、幼稚園・保育所・学校において発達障害など特別な配慮を要する児童が増加の

傾向にあります。従来の３障害（身体・知的・精神）に加え、発達障害（自閉症・LD・

ADHD・アスペルガー症候群等）を含めた支援のあり方が課題となっています。また、

医療ケアを必要とする児童の支援の充実も求められています。 

障害児や発達に偏りのある児童の自立には、乳幼児期からの継続的な支援が重要であ

り一人ひとりの多様なニーズに応じた相談・支援体制の充実が必要です。 

 

 
※ LD：学習障害 

※ ADHD：注意欠陥、多動性障害 

※ アスペルガー症候群：知的障害を伴わないものの、興味、コミュニケーションについて特異性が認められる

広汎性発達障害の一種 

 

現状と課題
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第３章 計画の基本的な考え方 

１ 基本理念 

瑞浪市の子ども・子育て支援施策の推進にあたり、目指すべき基本理念を次のとおり

掲げます。 

 

 

みんなで守り、みんなで育む 
みんなの笑顔が満ちる子育て 

 

子どもの健やかな育ちと子育てを支えることは、子どもや

保護者一人ひとりの幸せにつながることはもとより、社会の

発展に欠かすことができません。そのためにも、子どもに限

りない愛情を注ぎ、その存在に感謝し、日々成長する子ども

とともに、親も親として成長していくことが大切です。 

人が家庭を、家庭が地域を、地域がまちを築いていくこと

から、子どもは地域やまちの成長の根幹であり、財産である

といえます。次代を担う子どもの健全育成は、保護者の力だ

けでなく、地域の人たち・社会全体の力を合わせながら図

られるべきです。 

瑞浪らしい個性と魅力、強みを活かしながら、子どもた

ちの笑顔がにぎわいと活気のあるまちを生み出し、親をは

じめ、すべての市民が心から「住んでよかった」、「住み続

けたい」と思えるよう、基本理念として、『みんなで守り、

みんなで育む みんなの笑顔が満ちる子育て』を実現できる

ような、子育て支援の施策を推進します。 
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２ 基本的な視点 

 

子どもたちの幸せな未来のために 

子どもの育ちとして大切なことは、夢を持った人として育つことが大切で、それ

が子どもたちの本当の幸せにつながります。そのためにも、瑞浪市で育つ子どもが

家族の愛情の下に養育され、自らも家族の一員としての様々な役割を果たしながら

成長を遂げていけることが必要です。 

子どもの視点に立ち、幼児期の人格形成を培う教育・保育については良質かつ適

切な内容及び水準のものとなるように配慮し、子どもの健やかな発達が保障され「子

どもの 善の利益」が実現される社会を目指す取り組みを進めます。 

 
 
 
 
 

切れ目のない支援 

「すべての家庭及び子ども」に対して、地域のニーズに応じた多様かつ総合的な

子育て支援を質・量両面にわたり充実させ、妊娠・出産期からの切れ目のない支援

を行っていくため、保護者の気持ちを受け止め、子どもと子育てに寄り添いながら

相談や適切な情報提供を行うこと、発達段階に応じた子どもとの関わり方等に関す

る保護者の学びの支援を進めます。 

 
 
 
 
 

地域社会全体による支援 

「すべての子どもと家庭」への支援を実現するため、社会のあらゆる分野におけ

るすべての構成員が、子ども・子育て支援の重要性に対する関心や理解を深め、各々

が協働し、身近な地域で子どもや子育てを見守り、支えあうことができるような仕

組みづくりに取り組みます。 
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３ 施策の体系 

本計画は、基本理念を実現するため、４つの基本目標で構成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★の施策の方向については、第４章で平成 27 年度からの５年間の量の見込みと確保方策について記載しています 

 

み
ん
な
で
守
り
、
み
ん
な
で
育
む
 み
ん
な
の
笑
顔
が
満
ち
る
子
育
て 

【基本目標】 【施策の方向】 

１ 就学前教育・保育サービスの充実★

① 幼保一体化の推進 
② 教育保育の質の向上 
③ 幼稚園教諭・保育士の資質の向上 

２ 小学校生活への滑らかな移行 

３ 親と子の時間が確保される労働の支援（ワー

ク・ライフ・バランス） 

４ 産休・育休復帰を円滑に利用できる環境の 
整備 

１ 児童虐待防止対策の充実★ 

① 養育支援訪問事業 
② 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業

③ 子育て短期支援事業（ショートステイ事業）
２ ひとり親家庭等の自立支援の推進 

３ 障がい児施策の充実 

４ 生活困窮家庭への支援 

１ 子どもや母親の健康の確保★ 

① 妊婦健康診査 
（妊婦健康診査費用助成事業） 

２ 小児医療の充実 

１ 地域における子育て支援サービスの充実★

① 乳児家庭全戸訪問事業 
② 延長保育事業 
③ 保育所等一時預かり事業 
④ 利用者支援事業 
⑤ ファミリー・サポート・センター事業

⑥ 地域子育て支援拠点事業 
（子育て支援センター事業） 

⑦ 病児・病後児保育 
２ 児童の健全育成★ 

① 放課後児童クラブの充実 
② 児童館の充実 

１ 母子の健康の確保

及び増進 

２ 心豊かにたくまし

く生きる力の育成

３ 助け合う子育て 

支え合う親育ち 

安心できるまちづ

くり 

４ 個々の家庭の 

特性に応じた 

きめ細かな支援 

【基本理念】 

基
本
目
標
１ 

基
本
目
標
２ 

基
本
目
標
３ 

基
本
目
標
４ 
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４ 基本目標・施策の方向性 

基本理念『みんなで守り、みんなで育む みんなの笑顔が満ちる子育て』の実現に向け、

４つの基本目標を掲げ計画を推進するものとします。 

４つの基本目標は、瑞浪市次世代育成支援対策行動計画（後期計画）や子ども・子育て

支援法の動向を踏まえた、「基本目標（１）母子の健康の確保及び増進」、「基本目標（２）

心豊かにたくましく生きる力の育成」、「基本目標（３）助け合う子育て 支え合う親育ち 

安心できるまちづくり」、「基本目標（４）個々の家庭の特性に応じたきめ細かな支援」の

柱で構成します。 

 

基本目標１ 母子の健康の確保及び増進 
 

安心して健やかに子どもを生み育てることができるように、安全で快適な妊娠・出産

環境を確保するとともに、乳幼児期からの子どもの健やかな発育、発達を支えるための

保健医療体制の充実を推進します。 

 

（１）子どもや母親の健康の確保 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

① 妊婦健康診査（妊婦健康診査費用助成事業） 

妊婦が受ける健康診査（妊婦健康診査）に係る費用を一部助成することにより、妊婦

の健康管理の充実及び経済負担の軽減を図り、安心して妊娠・出産ができる体制を確保

していきます。 

 
 

（２）小児医療の充実 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

子育て家庭への経済的負担支援策として乳幼児への医療費助成や、子どもの健やかな

成長や安心・安全な子育てのために周辺自治体・関係機関と連携をとりながら休日・夜

間の診療体制の充実を図ります。 
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基本目標２ 心豊かにたくましく生きる力の育成 
 

子どもたちが心身ともに健やかに成長できるように、子ども自らの生きる力を培い、

伸ばし、支えていくため、教育・保育環境を整備します。また、親が働きながら安心し

て子どもを生み育てることができるように、子育てと仕事とのバランスがとれる働き方

を支援する取り組みを推進します。 

 

 

（１）就学前教育・保育サービスの充実 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

① 幼保一体化の推進 

国では、幼稚園と保育所の機能をあわせ持ち、地域における子育て支援機能を果たす

ことが義務付けられている施設として認定こども園を推進しています。  

現在、瑞浪市では、幼児園として幼稚園児と保育園児が同じ園の中で一緒に生活をし

ながら合同活動を行う幼保一体化を行っています。 

今後も引き続き、幼児園において、保護者の就労状況に関わらず、保護者ニーズに応

えることができるよう幼保一体化を推進していきます。 

 

 

② 教育保育の質の向上 

乳幼児期は、生涯にわたる人間形成の基礎が培われる も重要な時期です。 

瑞浪市では、生きる力の基礎を養う就学前教育と子どもの 善の利益を考慮した温か

い保育を推進してきました。今後も乳幼児期の重要性や特性を踏まえ、質の高い教育保

育の提供に努めます。 

また、家庭における教育力が低下する中、ブックスタート事業や子育て支援センター

での読み聞かせ事業、参加型の保護者参観や子育てに関する講演会等の開催など親子で

気軽に取り組めるような学習機会の提供やきっかけづくりに努めます。 

 

 

③ 幼稚園教諭・保育士の資質の向上 

就学前教育・保育の基本理念のもと、幼稚園教諭・保育士が、すべての子どもの健や

かな育ちに向けて、研修体制を見直し、より効果的な実施方法の検討を行います。 

また、園内研修や教育・保育の専門性を高める研修、保・幼・小の連携を図り乳幼児

期の諸課題を解決するための研修等を組織的・継続的に実施し、資質の向上に努めます。 
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（２）小学校生活への滑らかな移行 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

瑞浪市では、保・幼・小・中連絡会議の実施など保育士、教職員、主任児童委員など

関係機関の連携を密にして幼保一体化の取り組みを推進してきました。引き続き、子ど

もの発達や学びの連続性を踏まえ、教育・保育関係者や機関が相互理解を深め、小学校

生活への円滑な移行を目指し、連携を強化します。 

 

 

 

 
 

（３）親と子の時間が確保される労働の支援（ワーク・ライフ・バランス） ● ● ● ●  

今日の社会情勢の中で、労働力を確保することは重要な課題です。そのためには、働

く親を持つ子どもの気持ちが尊重される社会が必要であり、親と子の時間が確保される

労働の支援が求められます。 

仕事と子育てを両立する上で、保育サービスの充実に加え、育児休業が取得しやすい

職場環境、妊娠中や育児期間中の勤務軽減等、事業所における子育てへの支援が重要に

なります。 

家庭の重要性を再認識し、仕事優先型の働き方の見直しや子育てしやすい職場環境づ

くりを浸透、定着させることができるよう、市民や事業所に対する意識啓発を進めてい

きます。 

 

 

 

 
 

（４）産休・育休復帰を円滑に利用できる環境の整備 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

女性が働きながら子育てを行うために、保育サービス等の充実は必要不可欠であるこ

とから、子どもにとって良好な保育環境の「質」の確保を図ります。 

また、保護者が、産休・育休明けの希望する時期に円滑に教育・保育又は地域型保育

事業を利用できるよう、休業中の保護者に対して情報提供を行います。 
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基本目標３ 助け合う子育て 支え合う親育ち 安心できるまちづくり 

 

子どもと親を取りまく教育・保育施設その他の施設等に従事する職員等、そして地域

の人たちを含めたすべての大人が一体となって、それぞれの立場で 善のかかわりがで

きるようにしていくことが必要です。また、子育てをしているすべての家庭が子育てに

ともなう喜びを実感できるように、地域における多様な人材や資源を活用し、行政と地

域が一つとなって様々な子育て支援の取り組みを推進します。 

また、これらの取り組みを通じて、一人でも多くの市民が心から「住んでよかった」、

「住み続けたい」と思えるような、心のつながりづくりを進めていきます。 

 

 

 

（１）地域における子育て支援サービスの充実 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

① 乳児家庭全戸訪問事業 

乳児家庭全戸訪問事業は、生後 4 か月までの乳児がいる家庭に助産師等が訪問する事

業です。訪問者は、子育てに関する情報を提供するとともに、保護者から育児に関する

話をお聴きすることで、育児の孤立化を防ぎ、安心して子育てができ、赤ちゃんがすこ

やかに成長できるように支援します。 

訪問以降も継続して支援が必要な家庭には、関係課と連携を図り支援していきます。 

 

② 延長保育事業 

保護者の就労形態の多様化等に伴う延長保育の需要に対応するため、開所時間を超え

た保育を実施し、就労世帯等の支援を図ります。 

現在の提供体制を維持しながら、今後は、子どもへの負担も考慮しながら保育環境の

充実を図っていきます。 

 

③ 保育所等一時預かり事業 

保護者のパート就労や病気等により家庭において保育を受けることが一時的に困難と

なる場合等に、乳幼児を保育所等において一時的に保育する事業です。子育て世帯の支

援を図るため、検討を進めていきます。 

 

④ 利用者支援事業 

子ども及び保護者が、幼稚園・保育所での教育・保育や、延長保育、放課後児童クラ

ブ等の地域子育て支援事業等の中から適切なものを選択し、円滑に利用できるよう支援

を行う事業です。実施ができる体制の検討を進めていきます。 
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⑤ ファミリー・サポート・センター事業 

ファミリー・サポート・センターは、子育ての応援をしてほしい人（依頼会員）と子

育ての応援をしたい人（提供会員）が会員となって、子どもの送迎や、一時的に保育が

困難な場合の預かりなどの援助活動を行う組織です。地域における子育て支援サービス

として制度の普及・推進に努めます。 

 

⑥ 地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター事業） 

市内の子育て支援センターにおいて、子育て中の親と子がいつでも気軽に参加でき、

打ち解けた雰囲気の中で語り合ったり、交流できる機会を一層充実するとともに、子育

てコンサルタントや子育てマイスターによる経験談や子育て相談によって不安感等を緩

和します。 

また、地域の高齢者や自治会、子育てサークルといった地域資源との連携を図りなが

ら、地域全体で子どもの育ち・親の育ちを支援していきます。 

 

⑦ 病児・病後児保育 

病児・病後児保育については、保護者のニーズなどを把握しながら事業の充実を図っ

ていきます。 

 

 

 

（２）児童の健全育成  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

① 放課後児童クラブの充実 

市内の７小学校区のうち、６小学校区において運営している放課後児童クラブに対し、

安定的な運営と児童への保育の質の向上に取り組み、放課後児童クラブを利用する児童

が心身ともに健やかに育成されるよう引き続き支援します。また、条例等の基準を踏ま

えた施設整備の支援を行い、待機児童の発生の防止に努めます。 

 

② 児童館の充実 

児童館は、子育てを地域で支える核となり、子どもの健やかな成長を支援する事業を

地域とともに展開してきました。今後も放課後児童クラブとともに、子どもの居場所づ

くりとして児童館の運営の充実に努めます。 
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基本目標４ 個々の家庭の特性に応じたきめ細かな支援 
 

瑞浪市では近年の都市化にともない家庭のあり方が多様化している状況がうかがえる

ことから、すべての子どもの健やかな成長を支援するために、悩みや不安・問題を抱え

る保護者や子どもの特性に合わせた支援を継続していきます。 

 

（１）児童虐待防止対策の充実 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

① 養育支援訪問事業 

児童の養育について支援が必要でありながら、自ら支援を求めていくことが困難な状

況にある家庭に対し、保健師、家庭児童相談員など専門職の訪問による相談や指導など

の支援を行います。 

養育が困難な家庭への早期支援、継続支援は虐待予防に重要な役割を果たしているた

め、今後も関係機関と連携しながら事業を展開していきます。 

 

② 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 

要保護児童対策協議会（子どもを守る地域ネットワーク）の機能強化を図るため、調

整機関職員やネットワーク構成員（関係機関）の専門性強化と、ネットワーク機関間の

連携強化や地域住民への周知を図る取り組みを実施します。 

 

③ 子育て短期支援事業（ショートステイ事業） 

子育て短期支援事業（ショートステイ事業）では、児童の保護者が、出産や病気など

の社会的事由で一時的に家庭において養育できない場合に児童養護施設等で養育保護を

します。 

近では育児疲れによる利用も増えており、よりきめ細かな対応が必要になってきて

います。今後は他市町の関係機関と連携して、それぞれの家庭のニーズに対応できるよ

う実施に向けた検討を進めていきます。 

 

（２）ひとり親家庭等の自立支援の推進 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

瑞浪市では近年、ひとり親家庭等が増加しており、家事や子育て、経済的な問題など

家庭生活において多くの問題を抱えているケースが少なくありません。今後もひとり親

家庭等の親と子が安心して暮らしていけるよう精神的、経済的な支援に関する情報提供

や相談体制の充実を図ります。 
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（３）障がい児施策の充実 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

障がいのある子どもとその家庭に対しては、一人ひとりの障害の状況に応じた、きめ

細かい支援を行っていく必要があります。障がい児が地域の中で安心して生活できるよ

う、保健、医療、福祉、教育等の各種施策の円滑な連携により、総合的な取り組みを推

進します。 

 

 

 

 

（４）生活困窮家庭への支援 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

国では、子どもの貧困問題を解決していこうという機運が高まっており、平成 25 年

に子どもの貧困対策法が成立し、平成 27 年 4 月 1 日から生活困窮者自立支援法が施行

されます。瑞浪市においても、社会福祉協議会や民生委員・児童委員、主任児童委員な

ど、関係機関や地域と連携しながら生活困窮家庭の子どもたちに対する支援を進めてい

きます。 
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第４章 計画の施策内容 

１ 教育・保育提供区域の設定 

子ども・子育て支援法に基づく国の基本指針では、市町村は、地理的条件、人口、交

通事情その他の社会的条件、現在の教育・保育の利用状況、教育・保育を提供するため

の施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して、地域の実情に応じて、保護者や

子どもが居宅より容易に移動することが可能な区域（以下「教育・保育提供区域」とい

う。）を定める必要があるとしています。 

現在、瑞浪市では、公立の幼児園は学区に関わらず利

用されており、また、市内の保育所は低年齢の保育利用

が一時的に利用超過の状態であり、今後の子どもの数の

増減を踏まえて、保育ニーズに対応していくには広域で

の調整を図っていくことが求められます。  

これらの理由から、市全域を１圏域として教育・保育

提供区域の基本とした上で、需要分析を行い、１圏域の

妥当性をみていくものとします。 
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２ 教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の量の推計の考え方 

平成 27 年度からスタートする子ども・子育て支援新制度では、市町村において５年を

１期とする「子ども・子育て支援事業計画」を策定することとされており、幼稚園や保育

所などの整備、地域子ども・子育て支援事業の実施について、必要とされる量の見込みを

算出し、その提供体制の確保の内容及び実施時期を定めることとなっています。 

 

（１）「量の見込み」は、「認定区分」、「家庭類型」などから算出します ● ●  

① 認定区分について 

年齢と保育の必要性（事由・区分）に基づいて、１・２・３号認定に区分します。 

以下のとおり、これまでの保育所の利用要件である「保育に欠ける事由」に追加や緩和

がされています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

現行の「保育に欠ける」事由 
（児童福祉法施行令 27 条） 

○以下のいずれかの事由に該当し、かつ、

同居の親族その他の者が当該児童を保

育することができないと認められるこ

と 

①昼間労働することを常態としているこ

と（就労） 

②妊娠中であるか又は出産後間がないこ

と（妊娠、出産） 

③疾病にかかり、若しくは負傷し、又は

精神若しくは身体に障害を有している

こと（保護者の疾病、障害） 

④同居の親族を常時介護していること

（同居親族の介護） 

⑤震災、風水害、火災その他の災害の復

旧に当たっていること（災害復旧） 

⑥前各号に類する状態にあること（その

他） 

新制度における「保育の必要性」の事由 

○以下のいずれかの事由に該当すること 

※同居の親族その他の者が当該児童を保育するこ

とができる場合、その優先度を調整することが可

能 

①就労 

・フルタイムのほか、パートタイム、夜間など基本

的にすべての就労に対応（一時預かりで対応可能

な短時間の就労は除く） 

・居宅内の労働（自営業、在宅勤務等）を含む。 

②妊娠、出産 

③保護者の疾病、障害 

④同居又は長期入院等している親族の介護・看護 

・兄弟姉妹の小児慢性疾患に伴う看護など、同居又

は長期入院・入所している親族の常時の介護、看

護 

⑤災害復旧 

⑥求職活動  

・起業準備を含む 

⑦就学  

・職業訓練校等における職業訓練を含む 

⑧虐待やＤＶのおそれがあること 

⑨育児休業取得時に、既に保育を利用している子ど

もがいて継続利用が必要であること 

⑩その他、上記に類する状態として市町村が認める

場合 
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長時間（主にフルタイムの就労を想定。現行の 11 時間の開所時間に相当）及び短時間

（主にパートタイムの就労を想定。）の 2 区分の保育必要量を設けることになります。 

上記内容に加え、年齢で区分すると認定区分は、以下のとおりとなります。 

  

 保育を必要とする 保育を必要としない 

０～２歳児 ３号認定 

保育標準時間利用（11 時間） 

 

保育短時間利用（８時間） 

３～５歳児 ２号認定 

保育標準時間利用（11 時間） 

１号認定 
教育標準時間利用 

（３～４時間） 保育短時間利用（８時間） 
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② 家庭類型について 

特定教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業のニーズ量を把握するためには、１・

２・３号の認定区分にそれぞれどれだけの家庭が該当するか想定することが必要です。 

そのためにアンケート調査結果から、対象となる子どもの父母の有無、就労状況からタ

イプＡからタイプＦの 8 種類の類型化を行います。 

類型化した区分を「家庭類型」と言い、“現在の家庭類型”と、母親の就労希望を反映

させた“潜在的な家庭類型”の種類ごとに算出します。 

 

         母親 

 

 

父親 

ひとり親

フルタイム

就労 

（産休・育

休含む） 

パートタイム就労（産休・育休含む） 

未就労 120 時間

以上 

120時間未

満 64時間

以上 

64 時間 

未満 

ひとり親 タイプＡ      

フルタイム就労 

（産休・育休含む） 

 

タイプＢ タイプＣ タイプＣ’ 

タイプＤ 
パートタ

イム就労

（産休・育

休含む） 

120 時間以上 
 

タイプＣ タイプＥ  

120 時間未満

64時間以上 

タイプＣ’  
64 時間未満 

未就労 タイプＤ タイプＦ 

 

 

 

 

 

タイプＡ ：ひとり親家庭（母子または父子家庭） 

タイプＢ ：フルタイム共働き家庭（両親ともフルタイムで就労している家庭） 

タイプＣ ：フルタイム・パートタイム共働き家庭（就労時間：月 120 時間以上＋下限時間～120 時間の一部 ） 

タイプＣ’ ：フルタイム・パートタイム共働き家庭（就労時間：月下限時間未満＋下限時間～120 時間の一部） 

タイプＤ ：専業主婦（夫）家庭 

タイプＥ ：パートタイム共働き家庭（就労時間：双方が月 120 時間以上＋下限時間～120 時間の一部） 

タイプＥ’ ：パートタイム共働き家庭（就労時間：いずれかが月下限時間未満＋下限時間～120 時間の一部） 

タイプＦ ：無業の家庭（両親とも無職の家庭） 

※育児・介護休業中の方もフルタイムで就労しているとみなして分類しています。 

 

 

 

保育の必要性あり 保育の必要性なし 

タイプＥ’ 
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（２）全国共通で「量の見込み」を算出する項目があります ● ● ● ● ● ● 

下記の １～11 事業については、全国共通で「量の見込み」の算出を行います。 

 

【 教育・保育の量の見込み 】 

 

 対象事業       （認定区分） 事業の対象家庭 対象年齢 

１ 教育標準時間認定 
幼稚園（幼児園教育部）

認定こども園 １号認定 
専業主婦(夫)家庭 

就労時間短家庭 

３～５歳 

２ 

保育認定 幼稚園（幼児園教育部）

２号認定 

共働きで幼稚園利用のみ希

望の家庭 

保育認定 
認定こども園 

保育所（幼児園保育部）
ひとり親家庭 

共働き家庭 
３ 保育認定 

認定こども園 

保育所（幼児園保育部）

地域型保育 
３号認定 ０～２歳 

 

【 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み 】 

 

 対象事業 対象家庭 対象児童 

４ 延長保育事業 
ひとり親家庭 

共働き家庭 
０～５歳 

５ 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ事業） 
ひとり親家庭 

共働き家庭 

５歳 

１～３年生 

４～６年生 

６ 
子育て短期支援事業 

（ショートステイ）（トワイライトステイ） 
すべての家庭 

０～５歳 

１～６年生 

７ 地域子育て支援拠点事業 すべての家庭 ０～２歳 

８ 
一時預かり事業（幼稚園在園児対象の一時預かり） 専業主婦(夫)家庭 ３～５歳 

（その他） ひとり親家庭・共働き家庭 ０～５歳 

９ 病児保育事業（病児・病後児保育事業） 
ひとり親家庭 

共働き家庭 

０～５歳 

１～６年生 

10 
子育て援助活動支援事業 

（ファミリー・サポート・センター事業） すべての家庭 

０～５歳 

１～３年生 

４～６年生 

11 利用者支援事業 すべての家庭 
０～５歳 

１～６年生 

地域子ども・子育て支援事業には、上記以外に、「妊婦健康診査」、「乳児家庭全戸訪問

事業」、「養育支援訪問事業等」、「実費徴収に係る補足給付を行う事業」、「多様な主体が

本制度に参入することを促進するための事業」があります。アンケート調査に基づき、

量を見込むものではありませんので、国の動向や瑞浪市の実情を踏まえ、今後の方向性

を明記します。 
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（３）「量の見込み」を算出する項目（事業）ごとに、アンケート調査結
果から“利用意向率”を算出し、将来の児童数を掛け合わせることで“ニ
ーズ量”が算出されます ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

※ 上記ステップを基本にニーズ量を算出していますが、算出されたニーズから、どのような対象者でどのくらいの量を

求め、現状との乖離状況がどれくらい生じている等、詳細に分析を行い、合理的な条件のもと、補正を行っています。 

 

市民ニーズに対応できるよう、今回の

制度では、潜在家庭類型でアンケート

回答者の教育・保育のニーズを把握す

ることがポイントです。 

〇現在パートタイムで就労している

母親のフルタイムへの転換希望 

〇現在就労していない母親の就労希

望 

将来児童数をかけあわせることで、

平成 27 年から 31 年まで各年毎のニ

ーズ量が算出されます。 

たとえば、病児病後児保育事業や放課

後児童クラブ等は保育を必要とする

家庭に限定されています。 

本当に利用したい真のニーズの見極

めが重要です。 

タイプＡからタイプＦの８つの家庭類

型があります。 

ステップ１ 

～家庭類型の算出～ 

アンケート回答者を両親の就労状況でタイプを分類します。

～潜在家庭類型の算出～ 
ステップ１の家庭類型からさらに、両親の今後１年以内の
就労意向を反映させてタイプを分類します。 

～潜在家庭類型別の将来児童数の算出～ 
人口推計を算出し、各年の将来児童数と潜在家庭類型を掛
け合わせます。 

～事業やサービス別の対象となる児童数の算出～ 

事業やサービス別に定められた家庭類型等に潜在家庭類型
別の将来児童数を掛け合わせます。 

～利用意向率の算出～ 

事業やサービス別に、回答者数を利用希望者数で割ります。

～ニーズ量の算出～ 

事業やサービス別に、対象となる児童数に利用意向率を掛
け合わせます。 

ステップ２ 

ステップ３ 

ステップ４ 

ステップ５ 

ステップ６ 
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３ 各年度における教育・保育の量の見込み並びに提供体制の確保の内容

及びその実施時期 

（１）特定教育・保育施設 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

【事業概要】 

特定教育・保育施設として、国では、認定こども園・幼稚園・保育所が位置づけ

られています。 

幼稚園は義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼

児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身を助長することを目的と

しています。 

保育所は、保護者が日中就労や疾病等により、就学前児童を保育することができ

ないと認められる場合に、保護者に代わり保育を実施します。 

幼稚園、保育所の機能を備え、就学前の教育、保育、子育て支援サービスを総合

的に提供する施設が認定こども園です。 
 

【現状】 

瑞浪市は、私立幼稚園１園、私立保育所２園、公立幼児園８園、認可外保育施設

１園で就学前の子どもたちの健やかな成長を支えています。幼稚園の入園者数は横

ばいとなっているのに対し、保育所の入所者は年々減少しており、平成 25 年度に

は保育所が 755 人、幼稚園が 229 人となっています。 

 

園児数 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

保育所（※１） 852 人 874 人 824 人 774 人 755 人

幼稚園（※２） 230 人 240 人 234 人 237 人 229 人

資料：庁内資料（各年度４月１日） 

 
※１ 幼児園保育部含む 

※２ 幼児園教育部含む 
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【今後の方向性】 

瑞浪市では幼児園により幼保一体化を推進しており、現在の利用定員で保育ニー

ズと幼稚園ニーズを確保できる見込みです。 

０歳～２歳においては、母親の就労状況等で保育ニーズが発生する可能性がある

ことから、確保に当たっては、３歳児への円滑な連携を確保しつつ、ニーズに応じ

た利用定員を設定し確保します。今後も、市全域の需要と供給のバランスをみなが

ら適正な運用ができるようにしていきます。 

 

 

 

（２）教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期 ● ● ● ● ● ● ● 

 
【平成 27 年度】 

 

平成 27 年度 

１号 ２号 ３号 

３歳以上
教育希望

３歳以上保育が必要 
１・２歳保
育が必要 

０歳保育が
必要 教育希望

が強い 
左記以外

（参考）児童数推計 246 人 520 人 240 人

量の見込み 304 人 83 人 435 人 188 人 35 人

確保方策（提供量） 

特定教育・ 

保育施設 

幼稚園、保育所、 

幼児園、こども園 
260 人 606 人 177 人 37 人

確認を受けない幼稚園 186 人 － － －

特定地域型保

育事業 

小規模、家庭的、居宅

訪問型、事業所内保育
－ － － 0人 0 人

認可外保育施設 － － 10 人 15 人 5 人

他市町村の子ども 54 人  

確保方策 合計 500 人 616 人

192 人 42 人

保育利用率 30.8％ 

 
※ 保育利用率：満３歳未満の子どもの数全体に占める、３号認定の子どもに係る保育の利用定員数の割合 

※ 保育利用率の目標値：初年度の平成 27 年度からニーズ量を確保する計画としているため、保育利用率を目標値と

して設定する 
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【平成 28 年度】 

 

平成 28 年度 

１号 ２号 ３号 

３歳以上
教育希望

３歳以上保育が必要 
１・２歳保
育が必要 

０歳保育が
必要 教育希望

が強い 
左記以外

（参考）児童数推計 262 人 496 人 235 人

量の見込み 310 人 85 人 446 人 179 人 34 人

確保方策（提供量） 

特定教育・ 

保育施設 

幼稚園、保育所、 

幼児園、こども園 
260 人 606 人 177 人 37 人

確認を受けない幼稚園 186 人 － － －

特定地域型保

育事業 

小規模、家庭的、居宅

訪問型、事業所内保育
－ － － 0人 0 人

認可外保育施設 － － 10 人 15 人 5 人

他市町村の子ども 54 人  

確保方策 合計 500 人 616 人
192 人 42 人

保育利用率 32.0％ 

 
【平成 29 年度】 

 

平成 29 年度 

１号 ２号 ３号 

３歳以上
教育希望

３歳以上保育が必要 
１・２歳保
育が必要 

０歳保育が
必要 教育希望

が強い 
左記以外

（参考）児童数推計 241 人 483 人 229 人

量の見込み 302 人 83 人 432 人 174 人 33 人

確保方策（提供量） 

特定教育・ 

保育施設 

幼稚園、保育所、 

幼児園、こども園 
260 人 606 人 177 人 37 人

確認を受けない幼稚園 186 人 － － －

特定地域型保

育事業 

小規模、家庭的、居宅

訪問型、事業所内保育
－ － － 0人 0 人

認可外保育施設 － － 10 人 15 人 5 人

他市町村の子ども 54 人  

確保方策 合計 500 人 616 人
192 人 42 人

保育利用率 32.9％ 
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【平成 30 年度】 

 

平成 30 年度 

１号 ２号 ３号 

３歳以上
教育希望

３歳以上保育が必要 
１・２歳保
育が必要 

０歳保育が
必要 教育希望

が強い 
左記以外

（参考）児童数推計 240 人 478 人 228 人

量の見込み 299 人 82 人 427 人 172 人 33 人

確保方策（提供量） 

特定教育・ 

保育施設 

幼稚園、保育所、 

幼児園、こども園 
260 人 606 人 177 人 37 人

確認を受けない幼稚園 186 人 － － －

特定地域型保

育事業 

小規模、家庭的、居宅

訪問型、事業所内保育
－ － － 0人 0 人

認可外保育施設 － － 10 人 15 人 5 人

他市町村の子ども 54 人  

確保方策 合計 500 人 616 人
192 人 42 人

保育利用率 33.1％ 

 
【平成 31 年度】 

 

平成 31 年度 

１号 ２号 ３号 

３歳以上
教育希望

３歳以上保育が必要 
１・２歳保
育が必要 

０歳保育が
必要 教育希望

が強い 
左記以外

（参考）児童数推計 235 人 470 人 221 人

量の見込み 287 人 78 人 406 人 170 人 32 人

確保方策（提供量） 

特定教育・ 

保育施設 

幼稚園、保育所、 

幼児園、こども園 
260 人 606 人 177 人 37 人

確認を受けない幼稚園 186 人 － － －

特定地域型保

育事業 

小規模、家庭的、居宅

訪問型、事業所内保育
－ － － 0人 0 人

認可外保育施設 － － 10 人 15 人 5 人

他市町村の子ども 54 人  

確保方策 合計 500 人 616 人
192 人 42 人

保育利用率 33.9％ 
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４ 各年度における地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容

及びその実施時期 

（１）延長保育事業 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

【事業概要】 

保育認定を受けた子どもについて、認可保育所や認定こども園等で、通常の保育

時間を超えて延長して保育を実施する事業です。 

 

【現状】 

現在、延長保育を実施している５園のうち、４園（公立幼児園）が 19 時 30 分

まで、１園（私立保育所）が 21 時まで保育をしており、ニーズに応えることがで

きています。 

 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

利 用 者 数 54 人 74 人 66 人 83 人 57 人

実 施 箇 所 数 4 か所 4か所 4か所 5か所 5 か所

 

 

【今後の方向性】 

延長保育事業対応時間に保育士の配置をすることで、保育所の実利用定員分の提

供が可能であるため、長時間保育が子どもの負担にならないよう配慮しながら、保

育時間の延長保育を行う認可保育所を推進します。 

 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

ニ ー ズ 量 76 人 76 人 73 人 73 人 70 人

実 施 箇 所 数 

（ 確 保 方 策 ） 
5 か所 5か所 5か所 5か所 5 か所

提 供 量 76 人 76 人 73 人 73 人 70 人
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（２）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

【事業概要】 

保護者が就業等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童を対象に、授

業が終わった後の遊びや生活の場を提供し、指導員の活動支援のもと児童の健全育

成を図る事業です。平日の放課後のほか、土曜日、夏休み等の長期休暇中にも実施

します。 

 

【現状】 

実施箇所数は、平成 23 年度、平成 25 年度に１か所ずつ増え、現在は７か所で

実施しており、小学校６年生までを対象としています。 

利用者は、実施箇所数に伴い増加しており、平成 25 年度には月平均 200 人が

利用しています。 

また、瑞浪市では、市内４館の児童館でも児童健全育成を目的とした様々な事業

を展開しています。 

 

放課後 

児童クラブ 
平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

実施箇所数 5 か所 5か所 6か所 6か所 7 か所

定員数 200 人 200 人 240 人 240 人 280 人

月平均利用人数 147 人 126 人 163 人 178 人 200 人

資料：庁内資料 

 
 

児童館 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

実施箇所数 4 か所 4か所 4か所 4か所 4 か所

月平均利用人員 6,893 人 6,887 人 7,247 人 6,625 人 6,066 人

資料：庁内資料 

 
 

【今後の方向性】 

子ども・子育て支援新制度では、放課後児童クラブは小学校１年生～６年生を対

象に実施することとされていますが、瑞浪市においてはすでに６年生までを対象と

しています。また、平日は、19 時まで実施していることから、留守家庭児童の「生

活の場」として確保できています。 

新基準のもと、今後も事業を継続していくとともに、季節学童（小学校の長期休

暇中のみ開設する放課後児童クラブ）についても拡充を検討していきます。 
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 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

ニ ー ズ 量 268 人 257 人 251 人 238 人 234 人

実 施 箇 所 数 

（ 確 保 方 策 ） 
7 か所 7か所 7か所 7か所 7 か所

提 供 量 280 人 280 人 280 人 280 人 280 人

 

 

 

（３）子育て短期支援事業 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

【事業概要】 

保護者の疾病や仕事等により、家庭において養育を受けることが一時的に困難に

なった児童について、必要な保護を行う事業で、短期入所生活援助事業（ショート

ステイ事業）と夜間養護等事業（トワイライトステイ事業）があります。 

 

  【現状】 

    現在、瑞浪市では未実施事業です。 

 

【今後の方向性】 

養育困難な在宅の子育て家庭の支援を行う制度であり、限られたニーズに対応す

ることになるため、状況を鑑みながら、実施を検討します。 
（年間） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

ニ ー ズ 量 41 人 40 人 39 人 37 人 36 人

実 施 箇 所 数 

（ 確 保 方 策 ） 
実施に向けて検討を進めていきます。 

提 供 量 実施に向けて検討を進めていきます。 
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（４）地域子育て支援拠点事業 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

【事業概要】 

地域の身近な場所で、乳幼児とその保護者が相互の交流や、子育てについての相

談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業です。 

 

【現状】 

瑞浪市では、地域子育て支援拠点事業として、子育て支援センター４か所が位置

づけられ、利用者数の増減があるものの、増加傾向となっています。 

 
（年間） 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

延べ利用者数 13,926 人 21,011 人 16,306 人 20,121 人 20,194 人

実 施 箇 所 数 3 か所 3か所 3か所 4か所 4 か所

 

 

【今後の方向性】 

ニーズが多く出ているものの、現状の子育て支援センター４か所で対応できるニ

ーズであるため、子育て支援センターの子育てについての相談、情報の提供、助言

その他の援助についての実施内容について周知啓発し、利用しやすい運営に努め、

在宅で子育てをしている家庭に対する支援を行っていきます。 

 
（年間） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

ニ ー ズ 量 29,371 人 28,250 人 27,516 人 27,284 人 26,704 人

実 施 箇 所 数 

（確保方策） 
4 か所 4か所 4か所 4か所 4 か所

提 供 量 29,371 人 28,250 人 27,516 人 27,284 人 26,704 人
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（５）幼稚園における一時預かり事業 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

【事業概要】 

通常の教育時間の前後や長期休業期間中などに、保護者の要請に応じて、希望す

る者を対象に実施する事業です。（幼稚園在園児対象） 

 

【現状】 

  現在、瑞浪市では未実施事業です。 

 

【今後の方向性】 

本事業のニーズについては、認可外保育施設やファミリー・サポート・センター

にて対応できると考えておりますが、今後のニーズによって事業の実施を検討しま

す。 

 



 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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（６）保育所等における一時預かり事業 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

【事業概要】 

保護者が冠婚葬祭や育児疲れなどの理由により、家庭での保育が一時的に困難と

なった子どもについて、主として昼間、保育所その他の場所で一時的に預かる事業

です。（未就学児童対象） 

 

【現状】 

現状は、認可外保育施設やファミリー・サポート・センターで対応しています。 

 
（年間） 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

ファミリー・サポー

ト ・ セ ン タ ー の 

年 延 べ 利 用 者 数 

（ 未 就 学 児 童 ） 

100 人 144 人 76 人 124 人 147 人

 

 

【今後の方向性】 

現在、保育所等における一時預かりは未実施事業であるものの、今回のアンケー

ト調査結果から潜在ニーズがみられることから、体制や事業形態など実施に向けて

検討を進めていきます。 
 

（年間） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

ニーズ量（在園児対象

を除く一時預かり） 
1,033 人 1,027 人 998 人 987 人 952 人

実 施 箇 所 数 

（ 確 保 方 策 ） 
実施に向けて検討を進めていきます。 

提 供 量 実施に向けて検討を進めていきます。 



 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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（７）病児病後児保育事業 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

【事業概要】 

病気や病気回復期の児童で、保護者の就労等の理由で、保護者が保育できない際

に、保育施設で児童を預かる事業です。 

 

【現状】 

現状は、病後児保育のみ、市から東濃厚生病院に委託し、看護師等の資格を持っ

た専任職員が配属され、病後児保育所として平成 19 年４月から実施しています。 

 
（年間） 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

延 べ 利 用 者 数 37 人 59 人 59 人 36 人 35 人

実 施 箇 所 数 1 か所 1か所 1か所 1か所 1 か所

 

 

【今後の方向性】 

現在、病後児対応型として定員２名で実施しており、ニーズに対応する提供体制

は確保されていると考えられます。 

病児保育については、今後のニーズを慎重に見極めながら検討していきます。 

 
（年間） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

ニ ー ズ 量 

（ 就 学 前 ） 
178 人 177 人 172 人 170 人 164 人

ニ ー ズ 量 

（ 小 学 生 ） 
99 人 96 人 94 人 90 人 87 人

実 施 箇 所 数 

（ 確 保 方 策 ） 
1 か所 1か所 1か所 1か所 1 か所

提 供 量 484 人 486 人 492 人 490 人 486 人



 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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（８）ファミリー・サポート・センター事業（就学児童のみ） ● ● ● ● ● ●  

【事業概要】 

育児の援助を依頼したい人と協力したい人が会員となって一時的、臨時的に有償

で子どもを自宅等で預かる相互援助活動組織で、依頼会員はおおむね 1 歳～１０

歳までの子どもを持つ保護者です。 

 

【現状】 

 ファミリー・サポート・センターを市内１ヵ所に設置し、地域で子育てを支え合 

う仕組みづくりを行っています。 

 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

提 供 会 員 45 人 49 人 51 人 47 人 49 人

依 頼 会 員 358 人 377 人 392 人 419 人 348 人

両 方 会 員 0 人 0人 0人 0人 0 人

小 学 生 利 用 者 67 人 27 人 0 人 28 人 14 人

 

 

【今後の方向性】 

今後過大なニーズは見込まれないものの、支援体制の充実及び事業の継続性を図

るため、継続して提供会員の講習会を実施し、提供会員を増やしていくよう努めま

す。 

 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

ニ ー ズ 量 99 人 96 人 94 人 91 人 90 人

提 供 量 99 人 96 人 94 人 91 人 90 人



 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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（９）利用者支援事業 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

【事業概要】 

１人１人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与する

ため、子ども及びその保護者等、または妊娠している方がその選択に基づき、多様

な教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、必要な支援

を行うことを目的とします。 

子ども、またはその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援

事業等の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡

調整等を実施する事業です。 

具体的には次の業務を行います。 

 

① 利用者の個別ニーズを把握し、それに基づいて情報の集約・提供、相談、利

用支援等を行うことにより、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円

滑に利用できるよう実施する。 

② 教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連

絡・調整、連携、協働の体制づくりを行うとともに、地域の子育て資源の育

成、地域課題の発見・共有、地域で必要な社会資源の開発等に努める。 

③ 本事業の実施に当たり、リーフレットその他の広告媒体を活用し、積極的な

広報・啓発活動を実施し、広くサービス利用者に周知を図る。 

④ その他事業を円滑にするための必要な諸業務を行う。 

 

【現状】 

   国が定めている新しい事業です。 

 

【今後の方向性】 

子育て支援に特化した専門性の高い行政組織として、認定や入所相談、様々な事

業、地域資源の紹介、利用調整が行える体制としていきます。 

子育て支援センターとの連携により、機能強化を図りながら、市民のより身近な

ところでの、「利用者支援」と「地域連携」が実施できる体制を検討します。 

 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

実 施 箇 所 数 

（ 確 保 方 策 ） 
実施に向けて検討を進めていきます。 

 



 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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（10）妊婦健康診査（妊婦健康診査費用助成事業）● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

【事業概要】 

妊婦及び胎児の健康増進、妊婦の生活習慣改善を目的として行う健康診査の費用

を助成する事業です。 

 

【現状】 

妊娠届出をした方に対して、妊婦健康診査受診票 14 回分を交付し、妊婦健康診

査費用の助成を行っています。 

 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

妊 娠 届 出 数 339 人 294 人 340 人 329 人 296 人

妊婦健康診査費用

助成制度申請者 
359 人 317 人 356 人 353 人 321 人

 

【今後の方向性】 

核家族化や都市化の進展、女性の社会進出の増加に伴い、子どもやその親を取り

巻く環境が急速に変化していて、子育てに不安を感じる親も増え、育児支援の要望

も増加しています。このため、母子健康手帳の交付やマタニティクラス等、妊娠初

期から保健指導を重視し、早期から母性意識を高め、子育てへの十分な準備を整え

るよう支援するとともに、妊娠 11 週以内の届出を推進し、妊娠初期から継続した

支援を行います。妊娠中の異常の早期発見に努め、適切な保健指導や治療の推進を

図ります。 

 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

ニ ー ズ 量 
272 人

健診回数

266 人

健診回数

262 人

健診回数

258 人 

健診回数 

251 人

健診回数

実 施 体 制 

（ 確 保 方 策 ） 
実施場所：全国医療機関及び助産所 

 

 



 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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（11）乳児家庭全戸訪問事業 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

【事業概要】 

生後 4 か月までの乳児がいるすべての家庭を訪問し、乳児及びその保護者の心

身の状況ならびに養育環境の把握を行い、子育てに関する情報提供を行うとともに、

支援が必要な家庭に対して適切なサービスの提供に結びつける事業です。 

 

【現状】 

すべての乳児家庭を生後 4 ヵ月までに助産師・子育て支援センターの職員が訪

問し、乳児とその保護者の心身の状況や養育環境の確認および、子育て情報の提供

を行っています。 

 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

出 生 数 294 人 328 人 287 人 305 人 322 人

訪 問 数 264 人 321 人 283 人 292 人 285 人

訪 問 率 89.8％ 97.9％ 98.6％ 95.7％ 88.5％

 

【今後の方向性】 

全戸訪問について、里帰り出産等の何らかの事情を除き、訪問実施率が引き続き

下がることがないよう実施していきます。特に育児不安や不適切な養育などの問題

が発見でき継続した支援につながるよう、できる限り直接連絡をとり、状況把握等

を実施していきます。 

 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

推 計 値 272 人 266 人 262 人 258 人 251 人

実 施 体 制 

（ 確 保 方 策 ） 

実施体制：①第１子 助産師 

②第２子 子育て支援センター職員 

養育支援は家庭児童相談員が同行 

 



 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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（12）養育支援訪問事業等 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

【事業概要】 

養育支援が特に必要な家庭を訪問して、保護者の育児、家事等の養育能力を向上

させるための相談支援を行う事業です。 

 

【現状】 

訪問対象の人数は微増傾向となっています。 

 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

実 人 数 11 人 12 人 9 人 23 人 17 人

 

 

【今後の方向性】 

出産後まもない時期の養育者、疾病などの理由で一時的に家庭での養育が困難と

なった保護者、あるいは養育困難な家庭、配慮の必要な家庭等を対象に、情報提供

や相談等により養育者の育児不安を軽減し、また、家庭訪問を行うことで児童虐待

の未然防止に繋げます。 

 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度

推 計 値 14 人 13 人 13 人 13 人 13 人

実 施 体 制 

（ 確 保 方 策 ） 
母子担当職員及び家庭児童相談員が家庭訪問を行います。 

 

 



 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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（13）実費徴収に係る補足給付を行う事業 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

【事業概要】 

教育・保育施設等の利用者負担額については、自治体の条例・規則により設定さ

れることとされていますが、施設によっては、実費徴収等の上乗せ徴収を行う場合が

想定されています。日用品・文房具等必要な物品の購入に要する費用や、行事への参

加に要する費用等の実費負担の部分について、公費による補助を行う事業です。 

 

 

【今後の方向性】 

事業の導入については、国や岐阜県の動向を踏まえるとともに、市民ニーズなど

を把握して、今後の事業実施について検討します。 

 

 

 

 

 

（14）多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 ● ● ● 

 

【事業概要】 

保育の受け皿拡大や子ども・子育て支援新制度の円滑な施行のためには、多様な

事業者の能力を生かしながら、保育所、地域型保育事業等の整備を促進していくこと

が必要です。 

しかしながら、新たに整備・開設した施設や事業が安定的、かつ継続的に事業を

運営し、利用者の信頼関係を築いていくためには、一定の期間が必要であることから、

新規事業者が事業を円滑に運営していくことができるよう、支援、相談・助言、さら

には、他の事業者の連携施設のあっせん等を行う事業です。 

 

 

【今後の方向性】 

今後、新規事業者の参入があった場合には、事業の導入について検討します。 

 

 



 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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５ 教育・保育施設及び地域型保育事業、地域子ども・子育て支援事業の

質の確保に関する事項 

（１）教育保育の質の向上 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

生涯にわたる人間形成の基盤となる乳幼児期において、適切な保育や教育を受ける

ことができるように、今後、幼児園・保育所等において、一人ひとりの子どもの発達

に必要な経験を見通した教育・保育内容、教育・保育環境の充実に努めます。 

 

 

（２）幼稚園教諭・保育士の資質の向上 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

園内研修や教育・保育の専門性を高める研修等、乳幼児期の諸課題を解決するため

の幅広い研修等を組織的・継続的に実施するとともに、就学前教育から小学校への円

滑な移行ができるように保育所・幼児園と小学校の連携を強化し、子どもの生活・育

ちの連続性を大切にしていきます。 

 

 

 

 

６ 幼児期の学校教育・保育の一体的提供及び当該学校教育・保育の推進

に関する体制の確保 

 

瑞浪市では、幼稚園児と保育園児が同じ園の中で一緒に生活をしながら合同活動を

行う幼保一体化を行っています。 

今後も引き続き幼保一体化の体制を継続させ、保護者の就労状況及びその変化等に

よらず、柔軟に、子どもを受け入れられる施設であることを周知します。 

また、保育所・幼児園・小学校等との交流・連携を計画的に推進します。 



 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

59 

７ 産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利

用の確保 

 

保護者が、産休・育休明けの希望する時期に円滑に教育・保育施設を利用できるよ

う、休業中の保護者に対して情報提供を行うとともに、計画的に教育・保育施設を整

備します。 

また、一般事業主行動計画の推進など、事業者に対して働きかけを行っていきます。 

 

 

 

８ 子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府

県が行う施策との連携 

（１）児童への権利侵害対策の充実 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

育児不安や児童虐待の早期発見に努め、訪問等による援助・育児指導や相談体制の

充実を図ります。また、適切な対応ができるよう関係機関と連携し、子どもの権利擁

護、虐待に対する親への指導、家族関係の修復支援などを、効果的・効率的に実施で

きるネットワーク体制の強化を図ります。 

 

（２）特別な支援が必要な子どもに対する教育・保育の充実 ● ● ● ● ● ● ●  

障がいのある子どもとその家庭に対して、地域の中で健やかに育つことができるよ

うに、一人ひとりの障害の状況に応じた、ライフステージを通じた一貫したきめ細か

い支援体制の構築を図っていくとともに、障がい児が地域の中で安心して生活できる

よう、保健、医療、福祉、教育等の各種施策の円滑な連携により、総合的な取り組み

を推進します。 

また、気軽に相談できるような相談体制の充実や、多様化する障害に対する相談へ

の対応ができるように、関係機関と連携を強化します。 
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９ 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために

必要な雇用環境の整備に関する施策との連携 

（１）男女共同参画への意識づくり ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

少子高齢化の進行や共働き家庭の増加による多様な子育てニーズ・要望への対応、

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進強化、男女共同参画社会の実

現に向けた諸事業の実施と、さまざまな啓発活動を通して、家庭や地域、職場におい

て男女が常に対等な立場でともに活動し、平等に利益を分かち合える社会の実現をめ

ざしていきます。 

 

（２）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 ● ● ● ● ● ●  

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の意義および重要性ならびに市民、

事業者、行政が一体となって取り組むことの必要性について啓発を推進し、その定着

を図ります。 

 

 

10 その他関連施策の推進 

（１）親としての成長にかかる支援 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

子どもだけではなく、親も一緒に育ちあえるよう、親の役割や家庭環境づくりの学

習機会を提供していきます。また、初めての子育てでの戸惑いや不安を解消し、育児

力の向上を図りながら、親が育つことのできる学習や体験の機会を提供していきます。 

 

（２）地域の子育て力を高める環境づくり  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

地域での子どもの安全確保や子育て中の親子の孤立を防止するためには、地域にお

ける日常的な見守りが必要です。そのため、地域ぐるみで子育てを行うための見守り

体制づくりなどの取り組みを進めます。 
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（３）子どもと子育てにやさしいまちづくり ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

安全・安心な環境で子育てができるよう、道路環境や通学路の整備、まちのバリア

フリー化に努めます。 

子どもを犯罪等から守るため、市民をはじめ関係機関との連携を図っていきます。

また、不審者情報の発信や防犯用品の支給を行い、安全への意識を高める事業を展開

します。 
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第５章 計画の進行管理 

１ 行政機関の連携 

計画に掲げる取り組みについては、市が単独で実施できるもののほかに、制度や法律

に基づく事業もあるため、国や県、近隣市との連携を深め、必要に応じて協力要請を行

い、計画を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 市民や地域との連携 

子どもや子育て家庭をとりまく、保育所、幼稚園、学校、地域住民、事業者など多様

な主体が、それぞれ責任を持って子どもの育ちをサポートしていく体制の整備、そのた

めに必要な各主体への呼びかけ、啓発、参加促進、環境整備などを行い、市民や地域と

の連携のもと計画を推進していきます。 
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３ 計画の進行管理 

計画の適切な進行管理を進めるために、庁内関係各課を中心に具体的施策の進行状況

について把握するとともに、「瑞浪市子ども・子育て会議」にて、施策の実施状況や、こ

れに係る費用の使途実績等について点検、評価し、この結果を公表するとともに、これ

に基づいて対策を実施するものとします。 

この計画の進行管理は、「ＰＤＣＡサイクル」による「継続的改善」の考え方を基本と

します。 
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    参考資料 

１ 次世代育成支援対策推進行動計画（後期計画）の評価 

平成 25 年度に実施した次世代育成支援対策推進行動計画（後期計画）の実施状況に

基づき、その取り組みを施策別に進捗状況を整理し、評価をしました。 

 

※次世代育成支援対策推進行動計画（後期計画）評価基準 

（目標値に対して何％であったか） 

Ａ評価：90％以上  Ｂ評価：70～89％ 

Ｃ評価：50～69％  Ｄ評価：30～49％ 

Ｅ評価：30％未満 
 

※ 廃止となった事業は評価に含めていません 

 

基本施策１ 「家庭を持ちたくなる環境づくりのために」の評価 

独身者を対象とした結婚支援と新婚世帯に対して子どもを持つことに安心感が持てる

ための啓発活動に努め、幸せな家庭づくりに向けた支援を行ってきました。主な取り組

みとして、「ふれ愛パーティー」や「結婚相談」を行っています。 

目標全体では 10 事業のうち、平成 25 年度のＡ評価は 5 事業、達成率は 50.0％（5

事業/10 事業）となっています。また、Ｂ評価は 20.0％（2 事業/10 事業）、Ｃ評価

は 20.0％（2 事業/10 事業）となっています。また、D 評価は 0.0％（0 事業/10 事

業）、E 評価は 10.0％（1 事業/10 事業）となっています。 

 

 

基本施策２ 「地域で安心して子育てするために」の評価 

病後児保育の制度の周知、３歳未満児の預かりや幼保合同活動の受け入れ年齢の拡大

などの推進に努めてきました。主な取り組みとして、「通常保育」や「子育て支援センタ

ー親子教室」、「放課後児童健全育成事業」など子育て支援サービスを行っています。 

目標全体では 94 事業のうち、平成 25 年度のＡ評価は 50 事業、達成率は 53.2％

（50 事業/94 事業）と、ほぼ半数となっています。また、Ｂ評価は 9.6％（9 事業/94

事業）、Ｃ評価は 33.0％（31 事業/94 事業）となっています。また、D 評価は 1.1％

（1 事業/94 事業）、E 評価は 3.2％（3 事業/94 事業）となっています。 
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基本施策３ 「子どもと親の健康を増進するために」の評価 

安全で快適な出産に向けた健康管理への支援、妊娠・出産・育児に対する不安の軽減

や、子育てについての知識・技術の習得や体験する機会の提供、不登校、ひきこもりを

はじめとした思春期特有の心の問題に対し、思春期対策の啓発と性教育に関し子どもと

向き合うための情報の提供や相談の充実に努めてきました。主な取り組みとして、「母子

健康手帳の交付」や「育児相談」、「食を通しての親子ふれあい事業」、「乳幼児等福祉医

療費の助成」を行っています。 

目標全体では 30 事業のうち、平成 25 年度のＡ評価は 23 事業、達成率は 76.7％

（23 事業/30 事業）であり、おおむね高い達成率となっています。また、Ｂ評価は

16.7％（5 事業/30 事業）、Ｃ評価は 3.3％（1 事業/30 事業）となっています。また、

D 評価は 0.0％（0 事業/30 事業）、E 評価は 3.3％（1 事業/30 事業）となっていま

す。 
 

基本施策４ 「子育てしやすい生活環境づくりのために」の評価 

市営住宅の整備、優良宅地の供給、融資制度の充実、交通安全施設の整備をはじめ、

安全な歩行エリアの整備を推進してきました。また、幼児からお年寄りまでの世代が交

流し、憩いの場となる地域の公園整備、特に子育て世帯に対するバリアフリー情報の提

供を行ってきました。主な取り組みとして、「優良宅地の整備・供給」や「交通安全施設

の整備」などを行っています。 

目標全体では 11 事業のうち、平成 25 年度のＡ評価は 5 事業、達成率は 45.5％（5

事業/11 事業）となっています。また、Ｂ評価は 18.2％（2 事業/11 事業）、Ｃ評価

は 9.1％（1 事業/11 事業）となっています。また、D 評価は 0.0％（0 事業/11 事業）、

E 評価は 27.3％（3 事業/11 事業）となっています。 
 

基本施策５ 「働きながらの子育てのため」の評価 

子育てと仕事を両立するための就労情報の提供を図るとともに、保育サービスの充実、

夫婦が協力して子育てに取り組むことの啓発に努めてきました。主な取り組みとして、

「男女共同参画啓発」や「男女共同参画講座の開催」などを行っています。 

目標全体では 5 事業のうち、平成 25 年度のＡ評価は 2 事業、達成率は 40.0％（2

事業/5 事業）となっています。また、Ｂ評価は 20.0％（1 事業/5 事業）、Ｃ評価は

0.0％（0 事業/5 事業）となっています。また、D 評価は 40.0％（2 事業/5 事業）、

E 評価は 0.0％（0 事業/5 事業）となっています。 
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基本施策６ 「健やかな子どもの成長のために」の評価 

学校教育、幼児教育の充実に努めるとともに、体験や交流を通した教育の充実を図っ

てきました。また、イベントや研修、体験学習などを通して家庭や地域の教育力の向上

に努めてきました。 

主な取り組みとして、「英語指導助手（ＡＬＴ）の活用」や「親子で参加できるイベン

トの開催」などを行っています。 

目標全体では 19 事業のうち、平成 25 年度のＡ評価は 14 事業、達成率は 73.7％

（14 事業/19 事業）であり、おおむね高い達成率となっています。また、Ｂ評価は

26.3％（5 事業/19 事業）、Ｃ評価は 0.0％（0 事業/19 事業）となっています。また、

D 評価は 0.0％（0 事業/19 事業）、E 評価は 0.0％（0 事業/19 事業）となっていま

す。 

 
 
 
 
 

基本施策７ 「子どもたちの安全の確保のために」の評価 

交通安全教室などにより交通安全に対する意識啓発、区長会や生活安全推進協議会、

青少年育成市民会議など地域での防犯活動や街頭補導活動を推進してきました。また、

子育て相談体制の充実、児童虐待に対し要保護児童対策地域協議会の設置を行うなど、

適切な対応に努めてきました。 

主な取り組みとして、「交通安全教室の開催」や「要保護児童対策地域協議会の活用」、

「虐待の早期発見と予防」を進めています。 

目標全体では 16 事業のうち、平成 25 年度のＡ評価は 11 事業、達成率は 68.8％

（11 事業/16 事業）であり、おおむね高い達成率となっています。また、Ｂ評価は 6.3％

（1 事業/16 事業）、Ｃ評価は 18.8％（3 事業/16 事業）となっています。また、D

評価は 0.0％（0 事業/16 事業）、E 評価は 6.3％（1 事業/16 事業）となっています。 
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２ 瑞浪市子ども・子育て会議条例 

 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」という。）第77条第１

項の規定に基づく合議制の機関として、瑞浪市子ども・子育て会議（以下「子ども・子育

て会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 子ども・子育て会議は、次の各号に掲げる事務を処理するものとする。 

(１) 法第27条第１項に規定する特定教育・保育施設の利用定員の設定に関して審議し、

意見を述べること。 

(２) 法第43条第３項に規定する特定地域型保育事業の利用定員の設定に関して審議し、

意見を述べること。 

(３) 法第61条第１項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に関して審議し、意

見を述べること。 

(４) 本市における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要

な事項及び当該施設の実施状況を調査審議すること。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て会議に関し市長が必要と認めること。 

（組織） 

第３条 子ども・子育て会議の委員は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱

する。 

(１) 子どもの保護者 

(２) 地域において子育て支援を行う者 

(３) 子どもの教育、保育又は養育に関する事業に従事する者 

(４) 経済団体及び労働者団体の関係者 

(５) 子ども・子育て支援に関する学識経験を有する者 

(６) 公募による市民 

(７) その他市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げないものとする。ただし、補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総括する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 



 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

69 

 

（会議） 

第６条 子ども・子育て会議の会議（以下この条において「会議」という。）は、会長が招

集し、議長を務める。ただし、委員委嘱後 初に開かれる会議は、市長が招集する。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決する

ところによる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明若しくは意

見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第７条 子ども・子育て会議の庶務は、民生部社会福祉課において処理する。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、別

に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

  附 則 

 この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 
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３ 瑞浪市子ども・子育て会議委員名簿 

 

（ ）は旧委員  

区分 氏  名 職  名 備 考 

 酒  井 尚  美 平成 25 年度 母親委員長 
（１）子どもの保護者

 橋 本 豊 敬 平成 25 年度 一色幼児園保護者会 代表 

会長 楯   英 夫 コウノトリの会 会長 

（２）地域において子
育て支援を行う者 

 各 務 和 子 主任児童委員 代表 

 出 村 祥 子 放課後児童クラブ指導員 

 岩 垣 重 秋 土岐医師会 代表 

（３）子どもの教育、
保育又は養育に関する
事業に従事する者 

 （大 竹 良 之） 岐阜県東濃子ども相談センター 所長 

 小 倉 達 也 岐阜県東濃子ども相談センター 所長 

 北 原 譲 介 土岐小学校 校長 

 竹 内 てる子 せいわ保育園 園長 

副会長 渡 邉 千 景 瑞浪市児童館 館長 

 小  栗 節  子 桔梗幼児園 園長 

 
永 島 弘 喜 

（社福）千寿会 地域振興部 

（平成 25 年度 千寿の里愛保育園 園長） 

 安 達 慶 真 中京幼稚園 園長 

 伊 藤 光 昭 商工会議所 専務理事 

（４）経済団体の関係
者  

遠 山 みゆき 
平成 25 年度  

瑞浪市職員労働組合連合会 代表 

 （橋 村 晴 美） 中京短期大学部 保育科 講師 （５）子ども・子育て
支援に関する学識経験
を有する者  石 川 哲 也 中京短期大学部 保育科 講師 

 山 内 仁 栄   

（６）公募による市民

 岡 﨑 悦 子   

 稲 垣 素 子   

 足 立 知 穂   
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４ 策定経過 

 

回 開催日 協議内容等 

平成 25 年度 
第１回 

平成 25 年 
12 月 18 日

・子ども・子育て支援新制度について 
・瑞浪市子ども・子育て会議について 
・瑞浪市の取り組み状況について 

第２回 
平成 26 年 
   ３月 18 日

・教育・保育提供区域の設定について 
・アンケート調査の報告について 
・「量の見込み」について 

平成 26 年度 
第１回 

 
５月 27 日

・アンケート調査報告書冊子の報告について 
・平成 26 年度スケジュールについて 
・瑞浪市子ども・子育て支援事業計画について 
・団体ヒアリングの実施について 

第２回 ７月 24 日
・子ども・子育て支援事業計画の量の見込みと確保

にあたっての方向性について 
・基準制定を必要とする事項の条例案について 

第３回 10 月３日

・子ども・子育て支援事業計画策定に伴う教育・保
育提供区域の修正について 

・瑞浪市子ども・子育て支援事業計画（素案）につ
いて 

・子ども・子育て支援に関する各種施設・事業等の
基準（骨子案）について 

第４回 12 月 24 日 ・子ども・子育て支援事業計画（素案）について

第５回 
平成 27 年 

３月 13 日
・子ども・子育て支援事業計画（素案）について
・今後の予定について 
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